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開議 午前９時00分 

○議長（山内  剛）  おはようございます。 

 町民の皆様には、早朝より傍聴においでいただき、心よりお礼を申し上げます。 

 現在の出席議員は１２人です。 

 ただいまから、平成３０年第１７回大刀洗町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 議事に入ります。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。議事日程により議事を進め

ますので、御協力のほどお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（山内  剛）  日程第１、これから一般質問を行います。 

 通告を受けております８番、平田康雄議員、発言席からお願いします。平田議員。 

 ８番 平田 康雄議員 質問事項   

１．第５次大刀洗町総合計画の策定状況について   

２．国道３２２号の管理替えに伴う事前協議について   

○議員（８番 平田 康雄）  おはようございます。議席番号８番、平田康雄でございます。私は、

第５次大刀洗町総合計画の策定状況及び国道３２２号の管理替えに伴う事前協議、この２点につ

いて質問いたします。 

 まず最初に、第５次大刀洗町総合計画の策定状況について質問します。 

 広報たちあらいの２月号に「１０年後の町について考える。大刀洗町の未来をつくるのは誰だ

ろう」というタイトルで、第５次大刀洗町総合計画の策定に関する特集記事が掲載されました。 

 広報によりますと、総合計画とは将来大刀洗町をどのような町にしていくのか、そして、その

ためにどのような取り組みをしていくのかということを総合的にまとめた計画であるとのことで

あります。そういうことから、総合計画は町の福祉や防災、都市計画、産業振興、子育て支援、

教育など、まちづくりに関する全ての計画の基本となる最上位計画として位置づけられるもので

あります。 

 計画の策定指標としては、事前にアンケート調査を実施し、町民同士が町の課題や将来につい

て語り合う場として大刀洗未来会議をワークショップ方式で開催し、まちづくりに対する思いを

共有する。そして、これらの多様な意見を計画に反映させるために町民、学識経験者など１５名

の委員で構成する大刀洗町総合計画審議会で議論を深化させていくとのことであります。 

 現在、計画策定作業も既に２年目となっており、町民のうち１,５００名を対象としてアン

ケート調査を実施されたそうですが、調査の結果はどうだったのでしょうか。現状分析あるいは
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住民意識の把握はできたのでしょうか。 

 なお、計画策定後の１０年間は、第５次総合計画を基本としてさまざまな事業が実施されるわ

けでございます。そういうことから、計画策定に当たり、町民の意見を聞くことは当然であり、

かつ大切なことであると思いますけれども、第４次総合計画の取り組みを検証すること、これも

また重要であると考えています。 

 当然検証はされたと思いますが、その結果はどうだったんでしょうか。どのような成果や課題

があったのか、今回の計画に反映できる点はあったのでしょうか。 

 また、計画を策定するに当たり、特に力を入れられた点はどういう点なのでしょうか。第４次

計画と基本的に変わった点はあるのか、今後どのような日程で作業が進められるか、そういうこ

とを考えますと、私も住民の一人として非常に気になるところでございます。 

 そこで、町長に次の４点について質問いたします。 

 まず１点目ですが、アンケート調査の結果はどうだったか。 

 ２点目は、第４次計画の検証の結果、どのような成果や課題があったか。第５次計画に反映で

きる点はどうか。 

 ３点目は、第５次計画の視点は何か。第４次計画と基本的に変わった点はあるか。 

 ４点目は、総合計画策定の進捗状況はどうか。今後どのような日程で進めるのか。 

 以上の４点でございます。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  それでは、お答えいたします。 

 まず１点目でありますが、アンケート調査の結果はどうだったのかでありますが、昨年１１月

に実施した「まちづくりアンケート」では、町内在住の２０歳以上の方々から無作為抽出で

１,５００人の方に調査表を配付し、５０２名の方から回答をいただいております。 

 このアンケートでは、３０の施策の重要度と満足度を調査しており、「学校教育の充実」や

「子育て支援体制の強化」など、子供の暮らしに関する施策のほか、「防犯、交通安全」や「公

共交通」などの施策の「重要度」が高くなっています。 

 また、「上下水道の整備」や「環境施策」などで満足度が高い一方、「公共交通」や「雇用創

造」などの施策では満足度が低くなっています。 

 これらの結果につきましては、現在、町のホームページで公開しているところです。 

 次に、２点目であります。第４次計画の検証の結果、どのような成果や課題があったか。そし

て、第５次計画に反映できる点はどうかについてでありますが、第４次計画では、施策ごとの成

果指標の達成状況の検証を行っています。昨年度末現在では、０歳から１４歳までの年少人口は、

定住促進住宅などの建設などにより、目標の１１３％、図書館貸し出し冊数も、図書館改装もあ
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って１５０％、町の借金である公債も大幅に縮小し１６９％の達成率となった一方、ごみのリサ

イクル率は３０％の目標に対し２７.５％、がん検診の受診率は５０％の目標に対して１７.５％

と低く、今後の対策が必要となっています。 

 現在、第４次計画の検証を踏まえ、第５次計画に反映させるよう、各課において作業を進めて

いるところであります。 

 次に、３点目の、第５次計画の視点は何か。第４次計画と基本的に変わったことはあるのかに

ついてですが、第４次計画から変更した第５次計画の視点は、大きく３点あります。１点目は、

「町民の皆様に多くかかわっていただくこと」。２点目は、１点目とも関連しますが、「１０年

後の未来を担う方々にかかわっていただくこと」。３点目は、「校区別構想」の追加です。 

 １点目に関しては、昨年度は審議会のほかに公開型ワークショップ「大刀洗未来会議」を３回

開催し、年齢や立場を問わず、多くの方々の意見を踏まえた計画づくりを行っています。 

 ２点目に関しては、審議会に１０年後を担う高校生や大学生の皆さんに参加していただいてお

ります。また、庁舎内におきましても、１０年後を担う若手職員を積極的に関与させ、施策の検

討を進めています。 

 ３点目に関しては、本年３月、「校区センターを核とした地域づくり」のこれまでの１０年を

振り返り、今後の１０年を見据える「新しい地域コミュニティーフォーラム」をしたところであ

ります。このフォーラムで各校区の活動報告を踏まえ、今年度は８月から３回にわたり校区別構

想を考えるワークショップを開催し、「校区別構想」に盛り込む計画です。 

 次に、４点目の総合計画策定の進捗状況はどうか。今後どのような日程で進めるかについてで

ありますが、先ほどもお答えしたとおり、昨年度、「住民アンケート」及び３回にわたり「大刀

洗未来会議」を開催し、住民意見を聴取したほか、審議会では、第４次計画の進捗状況や第５次

の策定方針を報告し、１０年後の将来像や骨子について審議いただいているところであります。 

 また、現在、各課において施策ごとに望ましい１０年後の状態を達成するために必要な道筋を

体系的に図示化した「ロジックモデルシート」を作成しているところです。 

 今後の日程につきましては、庁舎内の策定委員会や審議会を適宜開催するとともに、８月から

地区別構想のワークショップを開催し、１１月には審議会から答申をいただき、パブリックコメ

ントを経て１２月議会に上程する予定であります。 

 以上であります。 

○議長（山内  剛）  平田議員、再質問はありますか。平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  それでは、再質問させていただきます。 

 まず、アンケート調査の結果でございますけれども、上下水道で非常に満足度が高かった。た

だ交通の面で非常に低いとかそういった傾向があったわけですけれども、５０２名の方から回答
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があったということですが、その中で何か特徴的な意見とかそういったのはありましたでしょう

か。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  平田議員の御質問にお答えいたします。 

 アンケートの特徴的な意見としては、住みにくい、または大刀洗町から転出したいと答えた方

のその原因の大半が、やはり公共交通の不便さと感じているというところが特徴的だったと考え

ています。 

 あと、施策の評価から見られる優先度につきましては、交通はもちろんですが、雇用促進とか

農業振興、そういったところが住民の方々の、住みたいとか住み続けたいというところに結びつ

くと考えられます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  確かに交通の便です。菊池校区なんかは非常にいいんでしょうし、

本郷にしても大堰にしても、一応電車があるからいいけれども、我が大刀洗校区はほんとに交通

機関がないんで、高齢者は非常に困っておいででございます。そういう面では、地域でバスを巡

回されておりますけれども、ここで少しよくなりましたけど、なかなか時間帯が合わないとか、

問題はあるようですけれども、今後、そういった交通問題は何とかして解決していかなければい

けないんじゃないかと、私自身ももうすぐ後期高齢者になってきますから、ちょっと気になると

ころであります。 

 そういうことで、今回計画を策定されておりますけれども、その中で、ちょっといろいろ意見

があって、第４次計画の人口とか図書の貸し出しとか、そういったのはよかったけれども、ごみ

とかがん検診とかそういったいろいろ問題があったということですが、一応計画を策定する上で

特に重視されたポイントといいますか、そういった点はありますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  平田議員の御質問にお答えいたします。 

 総合計画第５次の特に重視した点としましては、総合計画とは町の未来を見据えて実行するた

めの大事な計画だと考えております。どんどん建物や道路をつくっていく時代ではなくなってき

ました昨今です。１０年後どうすべきかを多くの町民の皆様にかかわっていただき、御意見をい

ただきながらつくり上げていきたいと、そういうふうに考えておりますが、特に重視した点とい

たしましては、特に人口減少社会でございますので、それに町としてどのように立ち向かってい

くかというところがまず重要点かと考えております。 

 住みたい、住み続けたいと思ってもらえる、関係人口ですとか、大刀洗が大好きだとかいう愛
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情人口ですか、そういったものを増加するということを重視しております。町の方々が住んでよ

かったということがまた人口減少の食い止めだったり、人口増のほうにつながっていくと考えて

おります。 

 もう一点は、行政だけで取り組むのではなく、町の方々の御意見をなるべく多く取り込んでい

きたいと考えておりまして、現在、町の方々と一緒に協議会や審議会等を開催させていただいて

おる中で、暮らしの質ですとか、大刀洗町を誇りに思うとか、大刀洗町でいろんな人とつながる

といったことが町の方々の御意見の中から出た重要なキーワードだというふうに考えておりまし

て、現在、第５次計画のテーマのほうをその中からつむぎ出して考えているところではございま

す。 

 これからも多くの方々の御意見をお聞かせいただきながら進めさせていただきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  確かに全国的にも人口が大きく減っていって、日本全体として活力

が落ちてくると。地方においてはそういったのがもろに出てくる市町村が今後出てくるだろう。

そういう面では、大刀洗町についてはＰＦＩ住宅とか、そういった定住促進住宅をつくることに

よって人口の意識が若干増加を図って、特にその中では、若い人がかなり、大刀洗でいきますと

定住促進住宅上高橋についても、かなり若い人が入っておられますし、長く住み続けてもらえば

非常に定住につながってくるのかなと私は期待しているわけでございますけれども、人口減少に

関する、それからそのために先ほど言われましたように、住民意識をいかに計画に反映させてい

くかというのも大切であろうと思います。 

 先ほど、町長の回答の中で、校区まちづくり計画、地域別の計画というのが話が出ております

けれども、これは広報たちあらいの６月号を見ますと、その中で、第５次総合計画の策定にあわ

せて校区別に校区まちづくり計画を作成するというような話が、記事が載っておりました。各校

区がいろいろな課題が違う。例えば、大刀洗校区で言えば交通問題が非常に大きな課題となって

いると。そういった中で、どのように地域にしていくのかをワークショップ方式で考えていくと

のことですけれども、この校区ごとの計画、これはなぜ作成する必要があるんでしょうか。 

 それから、実際どのような計画になるんでしょうか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  平田議員の御質問にお答えいたします。 

 校区別計画の必要性という件に関しましては、大刀洗町では４校区それぞれに特徴がある地域

コミュニティーがございます。菊池校区では、新興住宅、住宅地が多い地区もございますし、大
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堰校区ではまだ農業振興が盛んな地域もございます。それぞれの地域の特性を認識して、まず認

識して生かしていくという、生かしていきながら地域づくりをというものを進めていくために、

大刀洗町では４校区別の地域づくりの計画というものが必要かなと考えております。 

 既に、各校区では、校区センターを核とした地域づくりというものが始まりまして、今年で

１０年目を迎えます。これまでの１０年を踏まえ、各校区の校区コミュニティーに何が必要かと

いうものが見えてきたところでございます。そこで今何が各校区で必要なのかということを認識

して、可視化、見える化していく必要があると考えております。 

 具体的にどのようなページになるかということです。どのような計画になるかという御質問に

関してですが、これに関しましては、まず、ただいま検討中ではございますけれども、担当のほ

うでは、大枠Ａ４、見開き１ページ、Ａ３です。校区ごとの背景ですとか校区ごとの現状課題と

いうものを洗い出した後に、ワークショップ等で上がってきたもの、また、各校区がどういった

ことを目指して１０年間活動していくのかということが見えるページにしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  校区センターが設置されて１０年目を迎えて、大体地域の課題が見

えてきたと。それを見える化、要するに口だけじゃなくて、冊子として見えるようにしていきた

いということですけれども、ワークショップ方式で考えていくことになると思うんですが、その

ようにされていくということですけれども、そういう場合、この計画策定の進め方として、各校

区のコミュニティーセンターがありますけれども、原案ができた段階でその校区センターに校区

の人を集めて、説明して意見交換をするなり検討するとか、そういった方式をとられるんでしょ

うか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  校区別計画のワークショップの進め方についての平田議員の御質

問にお答えいたします。 

 校区別計画のワークショップについては、４校区それぞれ同じ会場で、４校区ごとのテーブル

でそれぞれの校区のことを話し合いながら、よその校区の意見等も聞きながら、開催することが

できればというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  大体進め方は理解できましたけれども、それから、総合計画の進め

方で、先ほど町長のほうから、８月に地域別にやって、１１月に審議会を開いて、それで１２月

の議会にかけるということを説明がありましたけれども、この計画をつくって、これは今年度予
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算にこの計画を反映させているということですか。 

 それからもう一つは、校区まちづくり計画というのを今度作成されたら、その場合、校区ごと

の事業も考えておられるでしょうか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  事業についての予算化というところの御質問の、平田議員の御質

問にお答えいたします。 

 まず、町長答弁にもございましたように、１２月の議会のほうに上程させていただいて、それ

から印刷、配付というふうになっていますが、事業ごとに精査いたしまして、予算化できるもの

から予算化をしていく考えでございます。 

 あと、校区別計画と予算との関連性についてですが、こちらのほうは、ただいま計画のほうに

はございません。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  立派な計画ができて、すばらしい事業にうまくリンクさせていくと

非常にいい計画になるかなと思いますけれども、それじゃ、昨年度もそうでしたけれども、今年

の予算書をずっと見てみますと、大刀洗“よかマチ”創生プロジェクトというのがあって、この

プロジェクトに基づく事業というのが大きく関連事業として予算の中に反映されておるようです

けれども、この事業については、以前、地域振興課長のほうから、平成２１年から５カ年計画で

取り組んでおると。総合計画との整合を図りながら進めていくんだというような説明があってお

りましたけれども、具体的には大刀洗町“よかマチ”創生プロジェクトと総合計画というのはど

のような関係にあるんでしょうか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  平田議員さんの“よかマチ”創生プロジェクトというものと今回

の第５次総合計画との関連性についてという御質問にお答えします。 

 第５次総合計画というものが“よかマチ”創生プロジェクトの上部計画、一番大きな上部計画

のほうになります。“よかマチ”創生プロジェクトのほうは、先に始まっておりますが、その第

５次総合計画の中の移住定住というところに特化した計画として引き続き進めてまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  確かに、広報でも、総合計画というのは町全体の計画の最上位に位

置する最上位計画として位置づけられるということなんで、この“よかマチ”創生プロジェクト
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の上位計画は総合計画であるということですね。それで、今回、第５次総合計画につきましてア

ンケート調査が実施されて、それから未来会議が実施され、３回もされたと。大刀洗総合計画審

議会が開催されて、現在のところ順調に計画策定作業が進められているということはよくわかり

ました。 

 また、校区まちづくり計画の策定ですね。こういうことで、先ほどから回答の中にありました

ように、住民の意見をいかに反映させていくかと。これも一つのあらわれであると、見える化と

いいますか、口だけではなくよければきちっと見て、地域に周知すると。そういうことで、住民

の意見を計画に反映させるためにさまざまな取り組み、試みをされているということもよくわか

りました。 

 今後、計画を策定する上では、計画の具体的な内容をどのようにしていくのかとか、あるいは

実現可能な計画かとか、あるいは計画を策定した後、総合計画を基本として、各課からそれぞれ

の事業、これが計画的にできるだろうかとかそのような検討すべき課題というのがいろいろ出て

くるんじゃないかと思います。２年間という期間と１,０００万円を超えるような予算をかけて

作成される計画でありますので、時代の変革が厳しい中で、この住民意識が十分に反映されて、

１０年間、特に問題がありますけれども、１０年間継続できる計画として、ぜひ策定していただ

きたいと思います。 

 １０年後に住民が、大刀洗町に住んでよかったと、住み続けたいと感じることができるような

計画になることを期待したいと思います。 

 これで、１問目、第５次大刀洗町総合計画の策定状況に関する質問を終わります。 

 次に、国道３２２号の管理替えに伴う事前協議について質問いたします。 

 私は、２８年３月、２年前です。国道３２２号の側溝の設置及び歩道の拡幅について、町長に

３点の質問をいたしました。 

 質問の趣旨ですけれども、国道３２２号バイパスが建設、運用されることに伴いまして、上高

橋地区を縦貫する国道の管理、現在の３２２号ですけれども、この管理が県から大刀洗町に移管

されると。そういうことになるために、この区間にある側溝の修復とか設置、あるいは歩道の拡

幅など、これを管理者である県に要請すべきじゃないかというような趣旨でございました。 

 質問の内容ですけれども、簡単に申しますと、１つ目は国道３２２号について、以前から地元

要望があっているけれども、調査検討はしたのかという内容でした。 

 この質問に対しては、町長から、２７年の６月に事業の決定の連絡を受けた後に、そういった

道路の側溝の有無とか老朽化とか、歩道なんかを確認して、調査結果はまとめたという回答があ

りました。 

 ２つ目の、調査結果について住民に説明されたんですかという質問ですけれども、この質問に
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対しては、「条件整備の内容が確定した段階で住民に周知します」ということでした。 

 ３つ目です。「今後どのように対応するのか」という質問に対しては、県から正式に事前協議

の連絡があれば、「調査結果をもとに整備要望をしたい」と、このように３つの回答があったわ

けでございます。 

 そのとき、建設課長からも、「現状のままでは払い下げを受けるわけにはいかない」と。「側

溝や歩道の整備をしっかりと県に要請する」という意見がございました。 

 先ほど申しましたように、それからもう既に２年以上が経過しております。その後どうなった

んでしょうか。国道３２２号バイパスについては、現在測量がずっと進められているというふう

に聞いておりますけれども、この事前協議の連絡というのはいまだに県からまだないんでしょう

か。国道３２２号の町道管理替えに伴う事務、これなかなかわからないわけですけれども、現在

どのような状況になっているんでしょうか。 

 町長に以上の２点について質問いたします。 

 １点目は、国道３２２号の管理替えに伴う事前協議、これはどうなったのか。 

 ２点目は、この事前協議に対して今後どのように対応するのかという２点でございます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  それでは、お答えいたします。 

 １点目の国道３２２号の管理替えに伴う事前協議についてでありますが、これはやっと今年度、

久留米県土整備事務所から通知がありまして、今いろいろと検討しているところですが、これは

上高橋区の久保山石油前交差点から春日区の小島地区東側までの区間の改修等の要望箇所の報告

及び協議を行うよう、通知があって、地元区長からの要望状況の確認と現地調査の上、報告書の

作成を行うように準備しているところであります。 

 次に、２点目の、事前協議に対する今後の対応についてでありますが、今後は、報告書の内容

を久留米県土整備事務所と協議の上、福岡県と協定書を交わすとともに、今年の９月議会におい

て町道認定が行えるよう準備を進めてまいります。 

 なお、町道としての供用開始は、県によるバイパス部分と町への移管部分の整備完了後に県か

ら移管を受け供用開始する予定です。 

 以上であります。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  私の認識不足で、何もされていないんじゃないかというような気が

しておりましたけれども、結構準備が進んでおるということで、上高橋の久保山石油から春日ま

でですか、県土事務所のほうと打合せしながらされて、報告書を作成されるというふうに前向き
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な回答をいただきまして、ありがとうございました。 

 具体的に県土事務所のほうとはうまく打ち合わせされているけれども、具体的に県と協議され

るということになるんですか。その場合は大体いつごろに始まるんでしょうね、県との協議とい

うのは。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  そうですね。まず、県との協議といいますのは、バイパスができてしまっ

た後に移管をするというか、そういう時期にならないとあれですから、今の時点でいつごろとか、

はっきりちょっとお答えすることはできないです。 

 まず、こちら側の要望をしっかり報告書に上げて、そこら辺の事前の協議をするというのはこ

れからのことですけれども、まだ完全に払い下げを受けるというか、そういうところはまだちょ

っと先のことになりますのではっきりわかりません。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  それからもう一つ、前回の町長の回答の中で、調査の結果です。町

のほうが全体的に調査して、その調査の結果は、条件整備の内容が先ほどいろいろまとめるとい

う意見がありましたけれども、そういった内容が確定した段階で住民に周知を図るんだというよ

うな回答があっておりましたけれども、この住民説明の時期というのはわかりますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  田中建設課長。 

○建設課長（田中 豊和）  平田議員の御質問にお答えいたします。 

 住民説明会というのは今のところ予定しておりませんけれども、区長からの要望に関しまして

は、５月２４日に区のほうにおろしておりますので、あと区長さんのほうから各区の皆様方に、

機会あるときに御説明をするというような回答を得ております。 

 以上でございます。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  もう既に区長のほうには説明されておって、地元説明はせんけども、

地元に対しては区長のほうから報告してもらうように段取りをしていると、そういうことのよう

ですけれども、２年前の町長の回答、事業決定の連絡を受けた後すぐに徒歩で巡回して、いろん

な歩道のあるなしとか状況とか、歩道が狭い部分はどこかとか、いろいろな点をもうきちっとま

とめたと。そういう点については、多分区長のほうに報告されていると思うんですけれども、今

度、事前協議の段階で県土事務所、そことの間で進める中においては、具体的な説明をずっとさ

れていくと思うんですけれども、現地調査、現地案内というのもされるんでしょうか。されると

すればその場合に地元の立会といいますか、そういったのはどうなるんでしょうか。 

○議長（山内  剛）  田中建設課長。 
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○建設課長（田中 豊和）  平田議員の御質問にお答えいたします。 

 現地での地元の方を連れての調査というのは今のところ予定はしておりません。あくまでも区

長要望から上がった分を全て報告書として県土整備事務所のほうに上げるようにしておりますの

で、そのように取り扱いたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平田議員。 

○議員（８番 平田 康雄）  国道３２２号につきまして２回目の質問になりますけれども、事前

に、既に事前協議の通知はあったと。上高橋の区長さんにはその概要を説明して、区長のほうか

ら各住民の方に説明というような段取りでやっているんだと。そういった流れがあって、ある面

ではちょっと安心をいたしました。 

 今回、県土事務所としっかり、今の話を聞けば、しっかり打ち合わせをされるだろうと、説明

もされるだろうということはよくわかりました。ぜひ、今ある側溝とかが、新しく田んぼのある

ところにできたところが結構ありますから、そういう点については今の段階でもう一回確認して、

それから歩道の狭いところ、危ないのでその辺、特にそういうところについて整備の必要性、そ

の必要性はもう県の担当者にぜひ詳しく説明していただきたい。 

 それから、大事なことは、協議を進める中で実施時期です。実際に工事をいつやるかという点

です。こういう点については確認しておかないとなかなか「ずるずる」となってできない面があ

りますから、契約を締結される場合は、ぜひ契約というか協定です。協定書を作成する場合には

ぜひ、いつやるかということをしっかり確認して、確実に実行できるように、しっかりと協議を

進めていただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（山内  剛）  これで、平田康雄議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（山内  剛）  次に、２番、黒木德勝議員、発言席からお願いします。 

 なお、黒木議員より、資料の配付の要請があっておりますので、認めます。しばらくお待ちく

ださい。 

 それでは、黒木議員、お願いします。 

 ２番 黒木 德勝議員 質問事項   

１．空家等対策について   

２．町道の法面対応について   

○議員（２番 黒木 德勝）  ２番の黒木德勝です。本日は２点について質問をしたいと思います。 

 まず１点は、空き家等対策についてです。 
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 数年前から空き家対策について、区長さん方によって調査をしていただきまして、正式に実施

するようになりましたのは平成２８年度に空き家実態調査業務委託というようなことで、業者に

より、株式会社ゼンリンによって、契約金額約４８６万円という大きい金額で、補助事業でこの

実態調査を行ったわけでございます。この補助事業名は、まち・ひと・しごと創生に資する事業

というようなことで、久留米広域圏の事業で、国が５０％、町が５０％というふうな補助事業で

実施したわけでございます。 

 その内容につきましての成果品として、空き家の台帳なり、空き家の写真と空き家等の地図帳

と意向調査結果資料、空き家利活用リスト、空き家等実態調査報告書等、ＧＩＳ地図システムと、

こういうような７点の成果品を求めて業務委託の調査をしております。そして、２９年の５月に、

空き家等実態調査業務結果報告が出たわけでございます。それに対して、町として今後の対応を

どのようにするかというようなことを問うものでございます。 

 まず１点目は、今後の町の計画について。 

 ２点目については、特定空き家に対する指導について。 

 この特定空き家に対する指導につきましては、特定空き家の軒数が何軒あるのか。この成果に

基づいて。そして、今後の空き家等所有者に対する助言・指導等の実施はどのようにされたか。

それと、特定空き家に対する勧告は何件か。いつされたのかと。これについても、特定空き家の

勧告をした場合についてはもう、勧告した後は税の免除がないと聞いておりますけれども、実際

これの税の免除がないのか。２点目です。 

 ３点目が、老朽危険空き家解体補助について。老朽危険空き家等の軒数は、今何軒あるのか。

これについては、ちょっとお聞きしたところで、この点数制にして１００点以上は老朽危険空き

家ですよというようなことがあっておりますので、点数制にしてでも１００点以上というような

ことだろうと思います。 

 それと、解体補助金制度の検討をされるのか。 

 これについては、近隣町村の状況をちょっと説明をしたいと思います。 

 久留米市につきましては、上限が７５万円、改修時期が２４年の５月。補助率は２分の１。小

郡市は補助はなし。うきは市、朝倉市、広川町、これらについては上限が５０万円。これはうき

は市が２９年の４月と朝倉市が３０年の４月、広川町が２８年の４月。これにつきましては全部

の市町村につきまして国保の補助金というようなことで社会福祉交付金というようなことで補助

事業を利用しております。 

 筑前町は、現在ありません。 

 大木町は、今年の３０年の下旬ごろには開始するという検討をされておるようでございます。 

 そういう中で、大刀洗町もこの国保補助事業を当然使って、この空き家対策事業はしていいん
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じゃないかと思いますので、そこら辺についての回答をお願いしたいと思います。 

 その他というようなことですが、このその他については、現在、１７３軒の空き家があります。

これは平成２８年度の実態調査の軒数です。２９年度が３１軒というような空き家のプラスです。

現在、２０４軒の空き家があります。 

 こういう中で、今年の区長さん方、今年区長さんでいろいろ議会報告の内容で、こういう意見

がある程度出ておったわけです。空き家対策の調査をしても結論が出ておらないと。言うならば、

補助金は出るのか出ないのかと、明確な回答がないというようなことでございますので、ぜひこ

の空き家対策については、はっきり言うならば、３１年度からはもう補助事業をするんだという

ふうな確定的な、実行性のある回答をいただきたいというふうに思います。 

 それと同時に、この区長さん方が、一番大事なことは、今年の１１月から１２月に実施すると

いうことでございますので、当然区長さん方も立会をして調査にかかります。そこ辺の明確な回

答があれば非常に区長さん方もやはり調査して心強いというふうな考え方もあるようでございま

す。そこら辺についての第１回目の回答をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  空き家対策については、担当課長のほうから答弁をさせます。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  住民課の矢永でございます。黒木議員の質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の今後の町の計画でございますが、大刀洗町では関係各課で構成する空き家対策

推進本部を設置いたしまして、空き家の適切な管理については住民課が、空き家の利活用につい

ては地域振興課が窓口になり、空き家に関するさまざまな問題に向けて対策を進めております。 

 昨年度、同本部では、空き家対策計画の作成や空き家条例の改正作業、特定空き家の認定等を

行っており、今後はこの条例や計画を基本に空き家問題の解消に向けてさらなる対策を進めてま

いりたいと考えております。 

 なお、一昨年度、町の全体において、初めて空き家実態調査を実施しましたが、空き家の状況

は常に変化していることから、本年度中に２回目の実態調査を、まず区長さんを通じまして、そ

の後、業者に委託しまして調査を予定しております。 

 次に、２点目の特定空き家に対する指導ですが、空き家の実態調査で把握した１７３軒のうち

昨年度不良度点数の高い１０軒を特定空き家として認定をしており、本年度はこのうち特に周辺

に悪影響を及ぼす可能性が高い４軒について助言・指導を行っていく予定にしております。現在

のところ、勧告までは１軒もいっておりません。 

 次に、３点目の老朽危険家屋解体補助についてですが、老朽危険家屋の所有者の中には金銭的
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理由で解体できない方もいると思われることや、近隣自治体においても既に半数以上で同様の補

助を実施していることから、老朽家屋に対する有効な対策の一つであると考えております。 

 このため、今後空き家対策推進本部の中で他市町村の事例も踏まえ、事業の有効性や課題等の

精査検討を進めてまいりたいと考えております。 

 以上で、黒木議員の質問に対する答弁を終わります。 

○議長（山内  剛）  黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  今、２回目の、今度は調査を行って業者に委託するというようなこ

とのようですが、そこ辺について、ちょっと聞き漏らしたと思いますけれども、老朽危険空き家

の軒数はいろいろ何軒あるとですか。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  黒木議員の質問にお答えいたします。 

 老朽危険家屋につきましては、空き家実態調査の業務報告書で、不良度がＤ判定の分となって

おりまして、Ｄ判定が１６軒、調査のほうで上がっております。この１６軒のうちの１０軒を特

定空き家と認定しております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  それと、回答がなかったのは、今後この補助事業に対する町の指針

といいますか、考え方を。回答がなかったと思うが、これはどのように考えておるのか、これは

町長さんでも結構ですから回答をお願いしたいと思います。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  黒木議員の質問にお答えいたします。 

 老朽危険家屋の解体補助の件でよろしいですか。 

○議長（山内  剛）  黒木議員、ちょっともう一回。 

○議員（２番 黒木 德勝）  私が言いたいのは、この補助対象になる空き家の軒数と、将来補助

をする計画を行うのかどうかというようなことです。そして、補助事業について、社会福祉交付

金という制度があるわけです。これを活用して、町として、私の言っているのは、もう３０年度

は実施するんだというふうな方向づけをしていただきたいというふうな考えがあるのかというよ

うなことを質問しておるところです。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  黒木議員の質問にお答えいたします。 

 空き家解体状況の必要性を、判断基準、危険家屋の線引きといった判断基準の設定がちょっと

難しいところもございますので、また、本来空き家については所有者が適切に管理しなければな
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らないもので、以前に自費で解体した方々とのバランスをとる必要もございますので、ちょっと

補助要件等につきましては慎重に検討していく必要がありますので、今後、空き家対策本部の中

で議題として検討していくように考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  本部の中というようなことですけれども、社会福祉交付金は結局よ

その町村も市も扱っておるわけです。当町としてもこれを利用できないのかというようなことを

ちょっとお聞きしたいわけです。その辺についての回答をお願いします。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  黒木議員の質問にお答えします。 

 確かに補助事業を使ったほうが町の負担が減りますが、この補助事業を申請する段階がもう

１年前に要望調査が町のほうにありまして、その段階で確実にその補助金が使える事業を上げる

必要がありますので、まだはっきり補助事業を使ってやるとまではちょっと言えないところがあ

りますので、御了承をお願いします。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  ということは、３０年度に空き家の解体をする軒数ですか、それを

ある程度明確な軒数がわかればこの事業に乗せられるというふうなことですか。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  議員のおっしゃるとおりでございます。 

○議長（山内  剛）  黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  それでは、最後ですけれども、その審議会で検討しますということ

でございますので、ちょっと言うなら、時期的に、１１月から１２月ごろです。区長さんを通じ

て実態調査を行うと。そして、その後に空き家の解体等をする申請者があらわれれば、それから

軒数を上げるというようなことになるとですか。そういうことで、３１年度は、期間的に間に合

うかどうかわかりませんけれども、時期的にそこら辺の流れはどのようになるのですか。ちょっ

と教えていただきたいと思います。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  黒木議員の質問にお答えします。 

 先ほど答弁でも言いましたとおり、他市町村の事例を踏まえまして、課題等の精査等をする必

要がございますので、まだはっきりこの事業を実施するとまでは言えないですけど、どこの部署

とかが担当するとか、そういう課題もございますので、今後、空き家対策推進本部の中で検討を
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進めてまいる予定としております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  それでは、空き家対策推進本部の中で十分検討をしていただいて、

区長さん方が調査をして、非常に危険空き家といいますか、もうどうしようもないというような

空き家が大分あるです。そういう中で、少しでも補助金が出れば、俺も申請していいんじゃなか

ろうかというふうな、言うなら、家屋の持ち主がおらっしゃると思うわけです。そこら辺につい

ては十分、今課長さんが、そういうふうな区長さんを通じて指導していただいて、そして軒数の

取りまとめをお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、大項目の１点目についてはこれで終わりたいと思います。 

 それでは、２点目の大項目の町道の法面の対応について。 

 今お手元に配っておる図面をちょっと出していただきたいと思います。これが町道の、これは

町道山隈松崎線でございます。それの法面に、竹、雑草等が覆いかぶさって、この歩道も自転車

で通れないような状況の中で、この対応をどのように町はしておられるのかというものを問うも

のです。 

 その理由といたしまして、大刀洗川と町道にかかっているこの古川橋の東側に歩道、東側の歩

道から写真を撮っているところです。その歩道のところまで町道の法面が竹がしごって、歩道と

しての役割が果たしていないというふうに思っております。 

 ここで、自転車でも通ると竹が引っかかってきて、非常に危険であります。これと同時に、こ

の南側の法面の、これは写真にありませんけれども、これが町の──これちょっと済みません。

これちょっと取り消します。 

 この図面のちょうどこの北側で斜線を引っ張っておるところが、これが用地買収をして残って

おる町有地でございます。そこにこの竹が繁っておるというような状況です。 

 町が指導する場合においては、町が見本となって、伐採するということが条件だと思いますの

で、この辺について、町の考え方を、回答をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 それと、２点目の、全体の対応についてですけれども、建設課として、町道の管理はどのよう

にされているのかと。月に１回ぐらい巡回して見て回っておられるのか、そこ辺についてもちょ

っとお聞きしたいと思いますので、２点、回答をお願いしたいと思います。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  それでは、お答えいたします。 

 まず１点目ですが、今写真でも説明がありましたので、よくわかったところでありますけれど
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も、御質問の箇所は、町道松崎山隈線の整備に伴い、道路敷地として取得した土地であり、以前、

地元区長から、町道法面の竹が歩道の通行に支障があるとの指摘を受け、平成２５年度に法面の

竹を伐採し、その後も同様の指摘を受け、歩道部分の竹を伐採したところであります。 

 しかしながら、今回調査した結果、歩道にかかった竹の除去だけでは対応が困難になっており、

今年度は法面の竹を伐採するとともに、新たに竹が生えてこないような処理を含めて検討いたし

ます。 

 次に、２点目の町全体の対応についてですが、議員御指摘のとおり、町道ののり面は町全体に

存在しており、大部分は道路愛護等において地域の皆様に御協力をいただきながら維持管理をし

ております。また、河川堤防については、年２回の草刈りを地元に依頼し対応していただいてい

る状況です。 

 この件、松崎山隈線のように、地域の協力が難しい町道箇所では、地元要望を踏まえ、町で対

応する場合もございます。しかしながら、同じ予算枠で老朽化した舗装やコンクリート構造物の

補修修繕等も行っており、予算的な制約もありますので、今後も地元要望において協議してまい

りたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（山内  剛）  黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  今、町長から回答がありましたが、これについては早急に実施する

というようなことと同時に、法面については、今後生えないように対応をとるということでござ

いますので、これについてはもうこれで終わりたいと思います。 

 ２点目の、町全体の対応については、これは町道の補修といいますか、穴がほげたり危険箇所

が数個あるわけです。それと、毎月ぐらい、１回巡回をしていただいて、即対応していただくと

いうようなことが原則だと思いますので、そこら辺については建設課長さんも変わったばかりと

思いますけれども、自分の目で見て、町道は月に一遍ぐらいは見ていただきたいというふうに考

えておりますので、ぜひ自分の町の町道の管理は自分で見て、そして自分の考え方で対応すると

いうことが原則でございます。それについては、今後十分管理をしていただくようお願いを申し

上げて、私の一般質問はこれで終わりといたします。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  これで、黒木德勝議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（山内  剛）  次に、６番、松熊武比古議員、発言席からお願いします。松熊議員。 

 ６番 松熊武比古議員 質問事項   

１．消防団の支援について   
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○議員（６番 松熊武比古）  ６番の松熊武比古と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は、消防団の支援についてということで、小項目ごとに２点ほど質問させていただきたいと

思います。 

 まず１番目、報酬についての基準は。年間の出動に対する報酬は決まっているが、何回出ると

支払われるのかと。年末に、一般団員であれば３万２,４００円の報酬が支払われておるわけで

すが、大刀洗町消防団全体で８８名プラスの団長・副団長で９０名、それから本部が１０名とい

うことで、１００名体制で町の防火に寄与されております。 

 そういう中で、４月の２２日、水防訓練がございました。この出席者が６５名プラスの団長・

副団長ということで６７名。大体６７％の出席ということで水防訓練が終わったわけですが、水

難とか火災とかの出動されてある区民の方は、大体機械班とか班長、一般団員の方はなかなか見

受けられないというのが現状ではないかなというふうに思っております。 

 そういう中で、団員の出席日数とか日報とか、そういうのを管理を行って支払いがなされてい

るのかどうかについて町長に質問をいたします。よろしくお願いします。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  消防団の支援についてということでございますけれども、これは担当課長

のほうから答弁させます。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  総務課、重松でございます。 

 それでは、松熊議員の消防団員の報酬等について回答させていただきます。 

 まず、報酬についてでございますけれども、消防団員の身分は非常勤の大刀洗町特別職に該当

するために、消防団員の年間報酬は「大刀洗町特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例」に基づきまして、「大刀洗町特別職報酬審議会」で協議し、金額が決定をされております。 

 報酬につきましては、何回出たから支払うということではなくて、消防団員の登録名簿で管理

をしておりますので、団員登録があっておれば年間報酬を支払っております。先ほど議員がおっ

しゃったように、一般団員であれば年間３万２,４００円、機械員であれば７万４,９００円、分

団長であれば１７万４,２００円、団長であれば２３万１,８００円と、これを前期と後期に分け

て支払っております。 

 あと、訓練ですけれども、４月当初からの入・退団式、春季訓練、水防訓練等で、費用弁償と

いうことで１団員当たり２,８００円の費用弁償を支払っております。 

 費用弁償の支払いにつきましては、各分団からその訓練に参加している人員を確認をしており

ます。それぞれの訓練において各分団からの出席人員を確認しておりますので、年３回ほどに分

けて集計した金額を支払っているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（山内  剛）  松熊議員。 

○議員（６番 松熊武比古）  ということであれば、一般団員の方が誰と誰が出席してそれがなさ

れているのか。それと、団員で登録されてあれば、１回も出らんでもその３万２,４００円とい

う報酬が支払われるのか、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  ４月の年度当初に幹部会を毎年しておりまして、その中で各分団、基

本的には２２名ですけれども、各分団の名簿を町のほうが作成をしまして、各分団の分団長に渡

しております。 

 ４月からの訓練について、１０枚とか２０枚の名簿を渡して、その名簿の中に４月、５月、

６月等の訓練の出席者を丸で囲んでいただいて、それを提出する形で出席者の人員を把握はして

おります。 

 ただ、報酬につきましては、消防団員の報酬ということで、訓練の参加の有無にかかわらずに

年間報酬という形で報酬は別に支払っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  松熊議員。 

○議員（６番 松熊武比古）  ということは、１回も出らんでもその報酬だけは、登録されてあれ

ばもらえると。町としては出すということでございましょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  一応消防団員等の条例につきまして、登録しておけばもう訓練の参加

の有無にかかわらずに報酬は支払うということにしておりますので、そういう支払うことになり

ます。 

○議長（山内  剛）  松熊議員。 

○議員（６番 松熊武比古）  そういうことであれば、登録しさえすれば報酬は頂けるということ

で理解してようございますか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  まず、消防団員の団員につきましては、各分団長及び現在であればも

う分団、消防団から各区長さんのほうにお願いをされて、適正な人に消防団員になっていただい

ている、登録されていると思っておりますので、参加の有無にかかわらずに報酬を支払うという

ことで、おっしゃるとおり御理解していただいて結構です。 

○議長（山内  剛）  松熊議員。 

○議員（６番 松熊武比古）  はい、わかりました。 
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 ちょっと自分としては甘いんじゃないかなという感じはいたします。 

 それから２番目、分団運営費は、現在町としては年間１分団について２４万、これ税金等によ

って支払っておりますが、この会計報告はどうなっておるのか。 

 それと、今現在、町長も御存じと思いますが、１世帯で１,５００円、各分団に納入している

わけですが、高齢者が多くなり、国民年金あたりでも非常に生活が苦になっているという中での

１,５００円という補助は非常にきつい状況になってきております。 

 それで、ある分団においてはちょっと会計の不明が発覚いたしまして、会計報告を各区長には

提出してもらっておる分団もございますが、ほとんどは会計報告がなされていないというのが現

状であるということが言えます。これは５月ぐらいでしたか、総務文教と各分団の話し合いがあ

りまして、お伺いしたところ、分団によっては分団長が監査までしよるというずさんな会計、そ

れから、団員には配っても協力していただいておる区長には出していないと。ほとんどがそうで

したが、たまたま第３分団は２８年度、２９年度ということで、各区長さんに会計報告は提出し

てもらっております。そういう中で、町としても年間で各分団２４万円補助しているわけですが、

これについては会計報告というのはきちっととってあるのでしょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  それでは、御質問にお答えいたします。 

 まず、消防団の各分団に対して、町としては「消防団運営助成金」としまして前期で１２万、

後期で１２万、合計年間２４万円を支給しております。各分団の会計につきましては、各分団で

それぞれに会計係を設けて、分団長指示のもと、通帳等で管理を行っているという報告を受けて

おります。 

 現在のところ、各分団から町へ会計報告はなされておりませんけれども、松熊議員の御指摘を

踏まえて、今後は消防団幹部会において、町への会計報告をするように指導していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（山内  剛）  松熊議員。 

○議員（６番 松熊武比古）  ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 

 明朗会計でやっていきたいと。それから、町長にお願いですが、この助成金の２４万という金

額をもう少し上げていただくと、住民の支払いが落ちるということで、何とかこの助成金の金額

のアップをお願いしたいというふうに考えておりますが、町長の御意見はいかがでしょうか。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  お聞きしておきます。 

○議長（山内  剛）  松熊議員。 
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○議員（６番 松熊武比古）  それでは、期待をしてお待ちしておりますので、何とぞよろしくお

願いいたします。 

 これで、私の質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長（山内  剛）  これで、松熊武比古議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（山内  剛）  ここで暫時休憩をさせていただきます。議場の時計で１０時半まで休憩さ

せていただきます。 

休憩 午前10時13分 

……………………………………………………………………………… 

再開 午前10時30分 

○議長（山内  剛）  休憩前に引き続き、再開させていただきます。 

 次に９番、高橋直也議員、発言席からお願いします。 

 なお、高橋議員より資料の配布の要請があっておりますので、認めます。しばらくお待ちくだ

さい。 

 高橋議員、お願いします。 

 ９番 高橋 直也議員 質問事項   

１．定住促進住宅（ＰＦＩ事業）に関する質問   

２．各校区センターに関する質問   

○議員（９番 高橋 直也）  議席番号９番、高橋直也です。通告に従い、関連事項も含めて、随

時質問いたします。まず１点目の質問です。 

 定住促進住宅について。現状と今後の展望に関する質問を行います。定住促進住宅について触

れる前に、まず定住促進について少し整理をしたいと思います。これまでの議会において、定住

促進住宅に関して各議員がいろいろな質問をしておられたようですが、定住促進策について大刀

洗町の人口をいかに増やすかという議論が余りなされていないように思います。議論されている

のは工事の段取りや運営方法、工事資金に関してで、まずは町をつくるのは人でありますので、

そこを最優先に議論されるべきだと考えておりました。そこでまず町長に質問いたします。大刀

洗町の適正人口とは、何人だと思われますか。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  適正人口がどれだけというよりも、私が今１番考えていることは、今の人

口をなるべく減らさないように。そういうことでいろいろ考えて、施策を取り組んでいるところ

です。人口の予測をする、大刀洗町の人口ビジョンも出していますけれど、国で予測するところ、

社会保障、人口問題研究所か、そこでやっている数値によりますと、２０４０年ぐらいになると
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大体１割ぐらい減るだろうというふうに推定されているのです。できればそんなふうにならない

ようにというふうに思っています。 

 人口が１割減ると、大体、そうですね、交付金が１億ぐらいは減るわけですね。だからそうい

うふうにならないようにしたいというところでありまして、今人口、どんどん増やしたいとか、

そんなふうには思っていませんし、そんなに大規模な開発をするような場所もありませんので、

できればとにかく、今の人口を減らしたくない。そして若い人の人口を減らしたくないと、そう

いう思いであります。 

○議長（山内  剛）  高橋議員。 

○議員（９番 高橋 直也）  私も、適正人口という概念はないと思っております。なぜなら人口

が多ければ多いにこしたことはありません。大刀洗町が東京都のようになることはありませんが、

人口が増えれば増えるだけ歳入が増え、国や県の補助金なども増えるので、人口増に生じる諸問

題は増えた後に考えても遅くない課題だと思っております。 

 では本題の定住促進住宅について、お伺いします。町長は定住促進施策に対し、過去にも答弁

されておりますが、民間の住宅による定住促進策ではなく、町が行う定住促進にこそ意味がある

という考えは、今も変わっていないでしょうか。 

 また戸建て住宅による定住促進ではなく、定住促進集合住宅のほうが人口増に対し間違ってな

いという考え方も変わっていないのか、今の考えを改めて聞かせていただけないでしょうか。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  戸建て住宅よりも今の集合住宅は絶対とか、そういうことではありません

で、今の定住促進を図るためには、やはり広い間取り、せめて３ＬＤＫぐらいないと難しいと、

そういう話をずっと聞いておりましたから、この定住促進住宅をつくればちょうどいいのではな

いかと、そんなふうに思っているところであります。 

 そして大刀洗町の場合は、もう先ほども言いましたが、大規模な開発をするようなところはあ

りませんし、町が音頭を取って戸建て住宅をどんどんつくるようになると、そういうことは難し

いと思っています。ただ菊池スカイラークで、４名の方が退去されていますけど、そのうちの

３名は大刀洗町の町内で新しい住宅をつくってもらいますから、定住にはつながっているのでは

ないかと、そんなふうに思っています。 

○議長（山内  剛）  高橋議員。 

○議員（９番 高橋 直也）  それはすばらしい成果だと、私も思います。国土交通省の住生活に

関する意識調査の結果によりますと、年齢別の住宅の種類として、賃貸住宅の利用率は３０代未

満では約６５％、４０代では３５％、５０代では２０％であるという調査結果で、働き世代では

賃貸住宅の需要は一定数、必要であることがわかっております。また５０代では、新築一戸建て
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が４５％と、歳を重ねるごとに一戸建てに住みかえる傾向がある中、出産育児世代では賃貸住宅

のほうが好まれる傾向にあるという調査結果も出ております。 

 これまでの住み替えを行った理由を調査結果した内容で、住み替えたい理由としては、世帯人

数に対して現在の住宅が狭いからという理由が一番多く、これは転居理由をもとに考えると、出

産を機に転居を検討している世帯が多いことがわかります。このように、国の調査においても転

居を考える貧困家庭や出産を控える家庭、子育て世代などは新築一戸建てではなく、環境のよい

賃貸住宅を望んでいるのです。 

 やはり町のポテンシャルとして、福岡や久留米などの都市圏に通勤が便利、そして自然環境が

豊かな点、それに住宅施策として子育てしやすい一定の広さを有する部屋などは定住促進施策で

あり、特にこれから町を担う若者世代のニーズにとっても合っていると感じられるのですが、町

はそこまで考えて定住促進施策を実行してきたということでしょうか。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  そんなにそこまでうんと考えなければ、ただ、いろいろ話を聞きますとね、

スカイラークをつくったことによって転居する予定の方がとどまっているとか、そういう例がか

なりありますので、つくってよかったなというふうに思っています。 

 先ほども言いましたけれども、やっぱり子育てする方たちは子供が小学校とか上がっていくよ

うになると、２ＬＤＫぐらいではなかなかちょっと難しいと、そういうことで３ＬＤＫが好まれ

ているということでありまして、今、主に今回の上高橋、今年完成しましたスカイラーク上高橋

は全部３ＬＤＫということにしております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  高橋議員。 

○議員（９番 高橋 直也）  しかしながら、あと少し定住促進住宅に関して、配慮していただき

たい点があります。先ほども紹介した国交省の住生活に関する意識調査の中で、子育てへの配慮

に関しての調査結果では、犯罪に遭遇する危険が少ないことを重視する割合が約６０％で、ほか

には交通事故に遭遇する危険性が少ない、また子供が怪我をしない安全な設計など、安全安心に

関する項目が上位を占めています。 

 お手元の資料をちょっとご覧になってください。これですね、スカイラーク菊池、スカイラー

ク上高橋の正面玄関付近の写真を撮ってきてまいりました。オートロックシステムという形で、

本来であれば部外者が容易に建物内に侵入することができない仕組みであるはずだと私は思って

おりますが、写真でおわかりのように、玄関付近から簡単に塀を乗り越えて侵入できるような構

造になっております。これでは、防犯面においての不安が懸念され、安全とは到底言えないので

はと思われますが、防犯面に関してはどのようにお考えでしょうか。 
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○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  確かにこの写真を見て、簡単に入れるじゃないかと言われると、確かにそ

んな気もします。ですが大刀洗はもともと安心安全なところで、鍵をかけないで寝るようなとこ

ろですから、そんな心配しなくていいじゃないですかね。それからの防犯カメラもついています

から、もし何かそういうことがあったときは、それで大丈夫だと思っています。 

○議長（山内  剛）  高橋議員。 

○議員（９番 高橋 直也）  確かに我が町、本当に安全で安心して暮らせる町だと思いますが、

スカイラーク菊池などは隣には遊技場、パチンコ屋さんがあります。一般の駐車場などに比べて、

こういった遊技場、パチンコ店での犯罪率の高さというデータもありますので、また防犯カメラ

がついていると言われましたけども、現状、ついているところは正面玄関と駐輪場だけで、この

スカイラーク菊池の右側に遊技場の駐車場がありますけども、こっちには防犯カメラはついてお

りません。 

 そういったこともありますので、私はスカイラーク菊池などにおいては、遊技場の駐車場があ

るほうだけでも、防犯カメラを追加したらどうかなと思っておりますが、その辺はいかがでしょ

うか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  議員の御質問にお答えいたします。スカイラークの防犯について

という御質問でございますが、こちら今日お配りの分のスカイラーク菊池の玄関なのですけれど

も、これは災害時等のために内側から外に出られるためのドアをつけておりますところです。ま

た上高橋のほうは、通気のために通気孔として開けておるものになっております。これらに関し

ましては、不審者がある程度乗り越えたりとかするようなとき、乗り越えようとすればできるの

かもしれません。ただしかしながら、町内のほかの賃貸住宅と比べましても、このスカイラーク

の２棟に関しましては基準より高い防犯性があるというふうに考えております。 

 また平時はＰＣ、管理会社のほうが維持管理企業による巡回点検等を行っておりまして、万が

一のときには、年中無休で２４時間のコールセンター等を設置しております。入居者、こういっ

たものを、改善という御意見いただきましたけれども、賃貸住宅の運営を行っております関係上、

町内の犯罪認知件数や、入居者に御負担いただく家賃とのバランスとも考慮しながら、可能な範

囲で対策を行っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  高橋議員。 

○議員（９番 高橋 直也）  確かに町の見解はお聞きしましたが、専門家からすると、やはり防

犯面に関しては、このオートロックシステムがついたマンションと比べると、私は防犯面に関し
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てはまだまだ手薄じゃないかなと思っております。 

 万が一のことがあったときに防犯面の低さという原因につながらないように、町のほうとして

もしっかり把握をしておいてください。また、つけ加えますと、スカイラーク上高橋、この右の

進入可能と書いている、この先ほど課長が言われた通気の部分で開けていると言っていますけど、

雨が降ると、玄関の中がずぶぬれになっております。玄関の意味がなしてないぐらい、ずぶぬれ

になっておりますので、その辺もしっかりと考えて、配慮していただきたいと思います。 

 また、スカイラーク菊池、またスカイラーク上高橋の、入居者にアンケート調査等は行なった

ことはあるのでしょうか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  アンケートを行ったかという御質問に対して、お答えいたします。

まず高橋議員御指摘のとおり、アンケートという形式での実施は行っておりません。しかしなが

ら入居者からの相談また設備等と対応等については、２カ月に１回、維持管理の定例会で密に情

報提供、情報の共有を行なっております。内容によっては、時期の、または設備の使用等を検討

する上での参考にしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  高橋議員。 

○議員（９番 高橋 直也）  町の人口増施策として、定住促進住宅に当たり、３棟目、もしくは

４棟目と建設をされるお考えであるのであれば、現在入居されている住民の意見を真摯に受け入

れて、より完成度の高い定住促進住宅をつくっていただけるよう、この場を借りて要望し、この

質問は終わりたいと思います。 

 次に、校区センターについての質問です。町内の校区センターはさまざまな目的により設置さ

れ、今も維持されております。校区センターの役割は、各種教室や町民の交流の場、災害時には

避難所としても使用されております。使用する町民も、老若男女問わず利用いたします。しかし

近年、全国的に公共施設は老朽化し、補修工事などが必要となっております。よその自治体では、

過去に公共施設の一部が崩壊し、怪我や死亡事故を起こした例も発生しております。そのような

中で、町は各校区センターの老朽化について現状を把握しているのでしょうか。お聞かせくださ

い。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  このことについては、担当課長のほうから答弁をさせます。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  お答えいたします。各校区センターの老朽化についての御質問で

す。老築化の対応等についてですが、毎月センター長会議を開催しておりまして、各センターの
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状況報告を受けまして、緊急性を要するものから順に改修を行っておるところです。このうち、

新耐震基準以前に建設された南部コミュニティーセンターと菊池の就業改善センターにつきまし

ては、平成２６年度に耐震診断を行いまして、両センターとも基準を大きく上回る強度を診断さ

れました。 

 このことから、一昨年度に就業改善センターの設備等、大幅に買い替えまして、昨年度に南部

コミュニティーセンターの床の張り替え等を行っております。また本郷ふれあいセンターにおい

ても、平成２７年度に床の張り替えを実施したほか、昨年度も網戸等を設置させていただいたと

ころです。今後とも各センターと十分に情報共有をしながら、適正な管理に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  高橋議員。 

○議員（９番 高橋 直也）  今回、特に申し上げたいのが、本郷校区のふれあいセンターの件で

す。確か本郷ふれあいセンターは平成２年、厚生労働省の補助事業を使って建てられたと聞いて

おりますが、約２８年経過しており、建物はそうひどく老朽化しているようには見受けられませ

ん。しかし、敷地を取り囲む金網のフェンスの一部が、とても危険な状態に破損しております。

先ほども述べましたが、いろいろな形で、特に夏祭り等でもたくさんの人が、住民が集まってこ

の本郷ふれあいセンターを利用するわけですので、早急な改善を行っていただきたいと思ってお

りますが、いかがでしょうか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  はい。御質問にお答えいたします。本郷のふれあいセンターのフ

ェンスの老築化についてです。ふれあいセンターのフェンスにつきましては、議員御指摘のとお

り老朽化しておりまして、危険な部分もございます。これは昨年度より改修の要望が上がってお

りまして、私ども現場確認も行っておるところです。しかしながらフェンスをまず基礎から、支

柱から取り替えをするのと網だけを張り替えるのとで対応が違ってきまして、支柱ごと取りかえ

ると多額の費用を要することがわかりました。しかしながらその網だけを変えるにしては、ちょ

っと支柱が老朽化しているので、やはり支柱から変えなければならないだろうという見解に至っ

ております。 

 そこで、本郷ふれあいセンター周り全部フェンスで囲まれておりますので、じゃあどの部分か

らどの部分までを改修するかというところで、今検討しておりまして、当初予算、今年度のです

ね、当初予算には上げていないところです。今回、高橋議員の御指摘もいただきましたので、今

後もこのフェンスの件に関しては早急に協議を進めて、各センターの安全確保に努めてまいりた

いと思います。 

 以上です。 
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○議長（山内  剛）  高橋議員。 

○議員（９番 高橋 直也）  ぜひ、１日も早い改善をよろしくお願いします。本当に子供たちが、

もう勢い余って突っ込んで目に刺さったりしたら、本当に取り返しのつかないような事態を、ち

ょっと想像するだけでも怖いような状況になっております。南側のところですもんね、かなり破

損している箇所があるのは。 

 確かに根元から変えたが、せっかくするなら根元からという考えもあるかもしれませんけども、

こういった事故は待ったなしに、いつ起こるかわかりませんので、怪我人が出て、取り返しがつ

かなくなる前に、早急な改善を改めて要望いたしまして、今回の私の一般質問を終わりたいと思

います。 

○議長（山内  剛）  これで高橋直也議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（山内  剛）  次に４番、林威範議員、発言席からお願いします。なお林議員より、資料

の配布の要請があっておりますので、認めます。しばらくお待ちください。 

 それでは、林議員、お願いします。 

 ４番 林  威範議員 質問事項   

１．債権は適正に管理されているか   

２．役場職員の副業認可についての考えは   

○議員（４番 林  威範）  ４番、林威範です。通告に従いまして、２問、質問してまいります。 

 まず１問目、債権の適正管理についてです。自治体の会計制度は、これまで現金収支を中心と

した単式簿記が使われてまいりました。しかしながら、それだけではなかなか不明なところがあ

るということで、企業会計と同様に資産や負債が明記される複式簿記の財務諸表も公表されるよ

うになっております。当町におきましても、平成２１年度の決算分からホームページ上に公開さ

れております。今回お配りいたしましたものは、平成２８年度分の町の貸借対照表、一般会計分

になります。 

 貸借対照表は、単年度の決算ではわからない過去からの積み上げられた資産や負債が一枚の諸

表で判断できるという大きなメリットがあります。この表をもとに、小項目ごとに質疑をしてま

いります。 

 まずざっくり、非常にざっくりこの表の説明をいたしますが、資産の部というのが左側に明記

をされております。これまでの大刀洗町が築き上げた資産の部の合計が一番下の部分です。

２１６億３,３８２万４,０００円というのが、大刀洗町が持っている資産ということになります。

それに対して右側、負債の部と純資産の部というのがございますが、上のほうですね、負債の部

の合計が５９億１,２０６万６,０００円ですので、大刀洗町は２１６億円の資産をつくるために
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した借金の、まだこれから返さないといけない借金の額は５９億残っているという現状になりま

す。 

 今回の質問は、この左側、資産の部の中の徴収不能引当金という部分について質問します。三

角が書いてある部分です。まず１番目、固定資産の括弧３、徴収不能引当金４２４万

５,０００円、これと２番、流動資産の括弧７、徴収不能引当金１４７万９,０００円について、

これに該当する具体的な内容について、まず答弁をお願いいたします。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  この件については、担当課長のほうから答弁をさせます。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  それでは、貸借対照表の固定資産の徴収不能引当金及び流動資産の徴

収不能引当金について、御説明いたします。 

 まず徴収不能引当金というのは、将来の徴収見込額を適正に把握するために、税金や使用料な

どの金銭債権のうち徴収不能の恐れのある見込み額を算定したものでございます。この資産の部

における固定資産と流動資産の徴収不能引当金の具体的な内容につきましては、固定資産には過

年度の長期延滞債権に不納欠損率を乗じた金額を計上しておりまして、流動資産の徴収不能引当

金には、現年度の未収金に不納欠損率を乗じた金額を計上した金額でございます。以上です。 

 徴収不能引当金の中の長期延滞金につきましては、税金とか保険料、使用料等の滞納繰越金の

総額でございまして、未収金というのは現年度の税金や保険料、使用料等の未収金の金額でござ

います。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  それでは再質問いたします。 

 済いません、具体的な内容という、私の質問の意味が、例えば固定資産だったら固定資産税の

滞納分がここに、例えば固定資産の徴収不能引当金になって、例えば住民税とかだったら流動資

産のほうになるとか、そういう各税金ごとの区分けということではないのでしょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  個別の税金ごとではございませんで、要するに、考え方としては過年

度の滞納金につきましては、税金、使用料を含めたところで固定資産の徴収不能引当金に計上さ

れておりまして、現年度分が流動資産のほうに計上されているという表示の方法でございます。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  はい、わかりました。 

 それでは２番の、ちょっと先ほど総務課長から答弁らしきものもございましたが、長期延滞債
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権というのが、この資産の部の中の、徴収不能引当金の４段上にあります７,８６６万

９,０００円、それから流動資産のほうでは未収金というものが２,８１３万４,０００円という

項目がございますが、これは現年度分の滞納分ということになるのでしょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  おっしゃるとおりでございます。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  それでしたら非常にざっくり言うと、長期延滞債権や未収金は現年

度分で、その年をまたいでも払われていないものが徴収不能引当金ということで理解して間違い

ないですか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  まず固定資産、固定資産の項目に、一番下に徴収不能引当金というの

があります。４２億４,５００、これが固定資産のほうが過年度分でございます。現年度分じゃ

なくて、過年度分の累計の長期延滞債権の引当金。済いません、ちょっと３桁間違えました。

４２４万５,０００円の分でございます。 

 それと流動資産の徴収不能引当金１４７万９,０００円、これが流動資産の分でございますか

ら、現年度の徴収不能引当金ということでございます。ですから、現年度分か過年度分かで固定

資産、流動資産ということで区別の表示を行っております。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  わかりました。個人的にも、もうちょっと勉強したいと思います。 

 それでは３番目、この債権放棄、いわゆるこの、もう回収できないとなった部分についての金

額の、議会への報告については、現状どのような決まりがありますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  まず債権放棄につきましては、各徴収等に当たりまして地方税法及び

町の条例等に基づき処理を行っております。その内容につきまして、９月議会の決算特別委員会

において、各課より不納欠損として、金額と内容を説明しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  はい、わかりました。 

 それでは、４番目なのですが、各課で、滞納者の情報、例えば下水道使用料の滞納であったり、

各種税金の滞納であったり、そういうものの情報は、共有というのは今の時点でされているので

しょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 
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○総務課長（重松 俊一）  滞納者の情報の共有につきましては、具体的に、例えば税務課職員の

場合を申し上げますと、地方公務員法第３４条及び地方税法第２２条により、二重に守秘義務が

課せられております。よってほかの課職員への税の情報提供については、「当該行為を違法、適

法なものとして許容したと認めるに足りる法律の規定があることを要する」と申しまして、簡単

に申し上げますと、守秘義務が発生するために、基本的には滞納者の情報は共有しておりません

けれども、他の課において滞納者の情報について、根拠法──その滞納者の情報を提供できる根

拠法の請求があった場合につきましては、滞納者の情報を他の課とも共有しているという状況で

ございます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  そういう状況ですので、最後の５番目の質問になるのですけれども、

債権適正管理のための条例制定の考えは、というのが最後の質問なのですが、全国的には債権管

理条例を制定する自治体が増えているように私は感じております。制定する理由といたしまして

は、今後の高齢化ですとか、単身世帯の増加などによって、今後滞納が増えるのではないかとい

う予測ですね。それから全国的に人口は減少傾向にありますが、世帯数は増えるというような話

もありますので、それに伴う職員の負担の増加、それらで効率的に、いかにその税金を回収する

かというところで、こういう条例を制定するところが増えております。 

 それで非常に細くなりますが、自治体の債権の内容をちょっと調べますと、公債権──公の債

権というものと、私債権──私の債権に分けられまして、公債権は強制徴収できる公債権と、強

制徴収できない公債権に分かれるということが明記をされております。各課でその滞納者につい

ての共有は、現状では法令上できないということですけれども、例えば、そういう滞納処分や徴

収の緩和措置となる根拠条文でありますとか、各法令に分かれて規定をされていること、延滞金

の取り扱いや処分に必要な手続、権利放棄のルールがそれぞれの種類によって異なっていること

などが原因で、効率的な事務を進める上で大きな妨げになっているという指摘がございます。 

 それで、債権の発生から消滅までの手続や処分の基準を明確にして、延滞金や権利放棄に関す

る規定を整理して、債権を適正に管理しようという自治体が増えておりますが、今後、町として

債権管理の条例制定についての考えはいかがでしょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  まず公債権としまして、法的に基づく債権徴収できる分でございます

けども、例えば税務課でございましたら町の税金、建設課であれば下水道料金、住宅料使用料、

子供課であれば保育料、健康福祉課であれば国民健康保険税、後期高齢者医療料等がございまし

て、各税目、使用料ともそれぞれに管理している地方税法及び町条例で管理をして、それに基づ
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いて行なっております。 

 その中で債権放棄も明記をしておりますので、現在のところは地方税法に基づき管理したり、

町条例に基づいて管理しているところでございますので、債権放棄の条例の制定につきましては、

予定はございませんけども、今後、他団体の導入等も踏まえて判断してまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  私は監査委員もしておりまして、町長には直接申し上げましたけれ

ども、例えば滞納がある方が、町からの、例えば役職手当を受け取っているとか、そういうこと

もありました。それは相殺できないのかと、滞納分を差し引いて、手当を渡したりとか、そうい

うことができないのかということを申し上げましたが、なかなか難しいということでした。 

 やっぱり滞納があるのに手当てをもらっているのは、非常にアンバランスでございますし、そ

れもひとつ、今回質問した理由でもありますけれども、それが、やっぱり払うべきものは払って、

もらうべきものはもらうならいいのですが、払うものは払わずに、もらうものだけもらうという

ことは非常に不公平なので、それはひとつ改善をしていただきたいというのが大きな思いでござ

います。 

 それから滞納に関しまして、各課でそれぞれ、各住民ごとに払われていないものがデータとし

てはあると思うのですけれども、それを共有すれば、例えばこの方はすごく滞納が固まっていて、

もしかしたら生活保護とか、そういうふうな申請を町から促したほうがいいのではないかとか、

そういう手助けもできるのではないかというふうに思いますので、それも含めてまとめて考えて

いっていただきたいのですが、その点はいかがですか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  御質問の内容ですけども、これはもう一つの課だけとかじゃなくて、

関係各課含めて共有しなければいけないと思っておりますので、近いうちに関係各課を集めて、

一度どうしていくのか、方向性を決める協議を行なっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  ぜひ、お願いしたいと思います。町としても、例えば、債権の種類

は違うでしょうけれども、お金を徴収するという形では、住民から見ればお金に、債権の種類な

どは余り関係なくて、結局幾らか払わないといけないというのであれば、窓口一つにしたほうが

いいような気もしますし、担当職員も、そんないろいろややこしい手続踏まなくてもまとめてで

きるのであれば、そのほうが効率がいいのではないかというふうに思いますので、今後、共有し
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ながら、また自治体でも制定が進んでおりますので、それを踏まえて今後考えていっていただき

たいと思います。 

 ２問目の質問に移りたいと思います。役場の職員の副業認可についての考えです。６月１５日

ですね、先週政府が原則禁止されている国家公務員の副業をＮＰＯ法人など、公益性の高い仕事

に限って認めるという方針を固めたと、新聞やテレビなどで報道がなされました。民間企業にお

きましても、副業を容認する動きが広がっておりまして、労働人口減少の対策でありますとか、

副業によって、本業とは違う取り組みをすることで視野が広がって、人材育成につながるとか、

そういう狙いもあり、副業を容認する企業も増えているように思います。 

 地方自治体におきましても、奈良県の生駒市ですとか、兵庫県の神戸市などでは、既に独自規

定を定めて、副業を限定的に認めているところもございます。働き方が多様化する中で、例えば

ですけれども職員が休日にスポーツ教室のコーチをして、報酬を受け取ったりとか、例えば休日

に高齢者のお宅の掃除を有料で行ったりとか、そういうことは職員にも住民にもプラスになりま

すので、限定的に副業を認めることは早くやったほうがいいのではないかなというふうに思って

おります。そこで現在の当町におきまして、副業に関する決まり、考えですとか、今後の方針に

ついて答弁をお願いいたします。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  それでは、お答えいたします。地方公務員法では、職務専念義務の履行、

職務の公正な執行及び公務の信用を確保する趣旨から、営利企業への従事等の制限が定められて

います。このため、現行法上、任命権者の許可を受けなければ営利企業の役員に就任することや、

営利企業を営むこと、報酬を得て事業・事務に従事することは禁止されているところです。 

 このような中、昨年４月に神戸市が、そして先ほど議員が言われましたように、８月には奈良

県生駒市において職員が職務外で報酬を得て、地域活動に従事する際の基準を明確化したものが

報道されています。これはＮＰＯ法人や地域団体の担い手不足や、高齢化が進展する中、地域活

動への職員の参加を促すとともに、地域活動等を通じて職員の視野を広げ、能力向上を期待した

取り組みと理解しています。 

 この点、職員の地域活動への参加は有益であると考えていますが、報酬を得ずとも地域活動に

参加できることや、本町では地域活動を人事評価の対象としていること、消防団活動等は営利企

業の従事許可の対象としていることなどから、現在のところ副業を取り入れることは考えており

ません。今後、国の法改正の動向や、他団体の状況、副業に対する社会情勢等を見守ってまいり

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  林議員。 



- 70 - 

○議員（４番 林  威範）  質問を通告した後に、国家公務員でも認めるという話が出ましたの

で、地方公務員もそうあるべきだなと私は個人的に思っておりますし、現在、働き手が少なくて、

役場職員を正職員で採用するに当たっても、今後どんどん苦しくなるような気もします、人手不

足で。 

 そうなったときに、例えば大刀洗町役場やほかの市役所、県庁などと比較して、どこに就職し

ようかなというふうに思った場合に、少しでも条件といたしまして魅力的というか、そういう器

が広いというか、そういう条件を出したところのほうが選ばれるというような可能性もあるよう

な気もしますので、ぜひ前向きに検討をしていただきたいなと思いますが、いかがですか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  林議員の御質問にお答えします。 

 議員御指摘のように、つい先日、新聞報道等において国家公務員の副業が一部認められるかの

ような報道があってございます。これにつきましては、未来投資戦略２０１８に、これ６月

１５日に策定されたものですが、そういう中に２行ほど、国家公務員の副業というか、兼業に関

する言及がございます。読み上げますと、「国家公務員については、公益的活動等を行うための

兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進める」という、この２行だけでございま

す。 

 これを見る限り、新聞報道等で読んだときに受けるような、国家公務員の副業を全面的に解除

するというのではなくて、今もございます営利企業の従事許可の範囲を一部広げるというふうな

方向性ではなかろうかと理解をしております。いずれにしましても、国家公務員の状況もまだま

だわかりませんので、今後の制度改正等を踏まえて、町としても適切に判断をしてまいりたいと

考えております。 

○議長（山内  剛）  林議員。 

○議員（４番 林  威範）  生駒市とか神戸市では、しっかりとした届け出を出してというよう

な決まりも全部、ホームページ上に載っておりますので、そう言うところも参考にしながら、今

後の動向も考えてぜひ魅力的な職場にしていただいて、多数、大刀洗町で働きたいという方がふ

えるような取り組みを進めていっていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（山内  剛）  これで、林威範議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（山内  剛）  次に、７番、長野正明議員、発言席からお願いします。 

 ７番 長野 正明議員 質問事項   

１．臨時財政対策債について   
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２．豪雨災害時の対応について   

３．防火水槽の保守点検、維持管理について   

○議員（７番 長野 正明）  ７番、長野でございます。通告に従って質問を始めたいと思います。 

 質問は、大項目で３点ございます。 

 まず、１点目の臨時財政対策債についてお伺いします。 

 臨時財政対策債は、地方の一般財源の不足を補うために特例として発行される地方債でありま

す。地方交付税の財源であります所得税、酒税、法人税、たばこ税、消費税の一定割合が不足し

た場合、従来は国が国債を発行して不足分を補填しておりましたが、平成１３年度より国債発行

による補填はせずに交付額を減らし、その減額した分を地方が臨時財政対策債で賄っているもの

であります。 

 そこで、町債の中で臨時財政対策の起債残高が多くなってきておりますが、この点をどう捉え

てありますか。 

 また、国が後年度に交付税措置をすることになっていますが、措置状況はどうでありますか。 

 それと、本来は、国が国債発行で賄うべきものであると考えますが、その点はいかがですか。 

 以上、答弁をお願いします。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  この臨時財政対策債についての答弁は、担当課長のほうからさせます。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  それでは、長野議員の臨時財政対策債について答弁いたします。 

 まず、１点目の町債の中で臨時財政対策債の起債額が多くなっているがどう考えるかと、２点

目の国が後年度に交付税措置をする起債の措置状況について答弁いたします。 

 国は、全国の住民が一定の公共サービスを受けられるように、所得税や法人税等を原資として

地方公共団体に地方交付税を交付しています。この交付税の原資が不足する場合、国と地方が折

半して措置をしており、地方の不足分を補填するため発行する地方債が臨時財政対策債でありま

す。 

 大刀洗町の場合、町債残高は減少傾向にある一方、臨時財政対策債は増加傾向にあることから、

町債残高に占める臨時財政対策債の割合は年々増加しており、平成２８年度末では町債全体の

５６％を占めています。この臨時財政対策債の元金や利息などの償還額は、翌年度以降の地方交

付税の算定に全額算入されていることから、原理的には臨時財政対策債の起債残高が増加しても

将来の町の財政運営に影響を与えることはないものと考えています。 

 次、３点目の国が国債発行で賄うべきものだが、どう考えるかについてですが、地方交付税は

地方固有の財源であり、地方交付税の原資が不足した場合も、地方公共団体が発行する臨時財政
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対策債で補填するのではなく、国債の発行や地方交付税の法定率を引き上げることを通じて、地

方交付税として全額が地方公共団体に交付されることが、本来は望ましいものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  ただいまの答弁で、臨時財政対策債の残高が大きくなって増加して

いるけども町の財政には影響ないと、それは全て交付税措置をされるからという答弁でしたけど、

これはじゃあ伺いますけども、２８年度末で２８億臨時財政対策債の残高がございます。本来、

国が国債を発行して交付税で措置すればこの金額はないわけです、大刀洗町には。 

 それと、これは平成１３年から臨時と名前があるように３年間の臨時措置で対策債の制度が始

まったわけですけども、今現在１８年間、３０年も発行しますから、そうするとこれは国が交付

税措置をして元利とも面倒見ますとなっておりますけれども、借りとるのは町ですからね、町が

責任もってこの２８億、これは戻さないかんわけです。じゃあ、交付税措置がきちんとなされれ

ば、財政的に問題はないと思いますけども、国も御存じのように国債の発行残高が、国・町合わ

せて１,１００兆円ぐらいなっとると思いますけど、地方債の中で占める、町債の中で大体、財

政対策債が３分の１ぐらいになってます。大刀洗町は５６％ですから突出して高いわけです。こ

れは町が戻さなきゃいかん、例えば年間４億何ぼ、公債費で年間予算のうち、大体ここが半分ぐ

らい占めて来るようになるわけです。国はどれくらい、過去の数字をちょっと拾いましたけれど

も、大体、交付税措置するのは、大刀洗町がその年度に償還する元利に若干上乗せした額が最近

は交付税措置されてます。けれども、発行額総額からすればもうはるかに少ないわけです。それ

は国そのものが、これをどういうふうに最終的にするかはわかりませんけど、地方の負担になっ

ていくことは間違いないです。その点いかがですか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  長野議員の御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘の面はあろうかと思いますけれども、先ほどの答弁の重複になって恐縮でございま

すけれども、一応、臨時財政対策債については元利償還等１００％地方交付税に算入されること

になっております。 

 これは、国と地方の関係をどう考えるかということになりますが、我々地方のほうとしても、

地方交付税にかなりの部分、歳入を依存しておりますので、国がもし仮に国の財政が破綻するよ

うな場合になった場合、地方だけでは当然、やっていけないことでございます。 

 いずれにしましても、国の財政がよくなるということが一番根本的な解決だと思いますが、今

の現行制度上は、今の国と地方の約束の中で地方交付税措置は１００％あるものだということを

信じて町の財政運営をやっていくしかないと考えております。 
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○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  大刀洗町は大体、限度額、地方交付税が示されると、それに合わせ

て臨時財政対策債の発行の限度額が示されるわけですけども、大体限度額近く過去発行してきて

あるわけです。 

 最近、これがいずれそれぞれの自治体の将来的な負担になるという考えで抑制しようという考

え方もあるわけです。限度額よりも発行額を下げると。大刀洗町は一般会計の繰り越し４億ほど、

大体繰り越しがあります。それで、今回の町長答弁の中で来年度はふるさと納税等もあって、

５億以上の繰り越し額が見込まれると、それなら限度額いっぱい発行せずに財政運営がやられる

んではないかと、それで健全財政と言われますけども、この臨時財政対策債はまあ無責任で答弁

されてますけど、町が返さないかんとです。国から交付税措置がなくても借りた金は返さんない

かんわけです。これが３年政府には大体２０年償還なんです。平成１３年出したやつが１６年度

から償還が始まっているわけです。それこそそれから２０年ですから、平成３６年度が大体ピー

クを迎えて、それから横ばい状態で行くだろうと思ってます。 

 だから、そうなってくると今の償還額が大体２億ですね、そうすると交付税措置がまあ同額ぐ

らい、発行額が２億を切って１億８,０００万ほどだから、１億８,０００万は残っているわけで

す。だから、まあ将来的にはこれが恐らく３０億、３５億というような数字になってきて、そう

なってくると公債の町債の発行残高額が増えた場合ですよね、一般の地方債は減少してますけど

も、なかなか一般の事業する場合の地方債が発行しにくくなるんじゃないかと。総額が増えます

から。その点はどういうふうに考えておられますか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  長野議員の御質問にお答えいたします。 

 起債につきましては、議員御指摘のようにいろんな種類ございますけれども、その中で臨時財

政対策債のように１００％元利償還が交付税措置されるものと、あるいはいろんな事業目的に応

じて一部元利償還されるもの、あるいはされないものがあるところでございます。 

 町としましては、当然有利な起債から借りていくというのが、財政運営の基本でございますの

で、この臨時財政対策債については１００％元利償還が政府において補償されてるわけでござい

ますから、これについては目いっぱい発行し、より条件の悪い起債を抑制していくというのが財

政運営の基本になると考えております。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  立派なお答えですけど、国が交付税できちんと措置をしていって、

この残高がまあまあ１０億か１０億を切るような数字で推移して行けば問題ないですよ。けど地

方はどこでも今増えてます。国がただ基礎的財政収支、国の、これが２０２０年度に黒字化と言
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ってましたけども、今非常に難しいと、２０２５年度に伸ばしましたね、そういうふうで、国そ

のものが厳しい財政運営をやっている中で、じゃあ地方が起債をしとるこの臨時財政対策債に対

する手当というのは、恐らく国は後回しになろうと思います。町が、国が面倒見ます言ってます

けど、いつ面倒見るのか、それもはっきりしない。発行だけは限度額を示して副町長言われるよ

うに、これが一番有利ですよ、国が全部面倒見るわけですから、一般の地方債よりも。けどもこ

の手当の裏づけがきちっとしてないというところに、この臨時財政対策債の怖さが私はあると思

うわけです。その辺のは明確に、例えば国が地方のこの起債が減る方向で交付税措置を、例えば

これからやりますよというような明言でもあれば問題ないですけども、借りとるのは町ですから

ね、町がこの分は絶対戻さんにゃいかんですよ。返済、償還するのは町の責任ですから。国は後

から後年度にその分は手当しますよちゅうだけで、口約束みたいなもんですから、いつそれがさ

れるのか、いつのころからその残高が減るような手当をするのか一向にわからない。それで仮に

出すのは詳細はこれが１００％、国がみますから、これが一番有利なのはわかってますけども、

残高が増えていくことに対しての危惧ちゅうのはあるわけです。それは、将来世代にやはり問題

を先送りするようなものですから、その点はどうですか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  長野議員の御質問にお答えします。 

 今、議員御指摘の将来世代への負担なり不安というのは、今議員がおっしゃられているのは国

全体の問題と、町の財政運営の部分を一緒に言われている部分がございまして、国全体で言えば、

議員御指摘のように国の借金なりがどんどん大きくなっておるわけですから、その償還を将来的

にどうしていくのか、世代間と公平性をどうしていこうかというふうな問題はあろうかと思いま

す。 

 ただ、地方の町の財政の立場で言わせていただけるんでしたら、この臨財債の償還に、例えば

今年の国からいただく地方交付税の交付分のこの部分がこの年度の臨財債への償還に充てられる

部分ですというのは、こちらのほうで確認できておりますので、そういう意味で、この分として

入ってきているかわらないとか、そういうことではございませんし、今も将来的においても国と

地方との信頼関係の中でそこはやってきているところでございます。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  考え方がその辺が、余裕な起債は積極的にやるべきだと言われるの

はわかりますけど、発行の限度額ですね、できるだけ町の持ち出しを少なくして、いろんな起債

をするというのはわかりますけども、この発行の限度額を抑制するという考え方の自治体もやっ

ぱり最近出てきてます。それはもう、大刀洗町はもうはっきり言って恐らく今年度──３０年度

当たりになると、恐らく６割を超すだろうと思います。臨時財政対策債の残高がですね。そうな
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ってくれば、まあ国が面倒見ますと言ってもいつ面倒見るのかもはっきりしない、そういった中

でここだけが突出して増えていくということは、私は将来にやはり課題を残していくんじゃなか

ろうかと思っておりますけど、その点は今後とも留意をされて。ただまあ副町長の考えは限度額

示されれば限度額いっぱいは発行しますと。その分、その基金に余裕があるのなら基金に積み立

てるなり何なりという形もできますけども、やはりこうある程度、何かそれなりの大型事業がせ

っぱ詰まって計画されてるわけではないでしょうけども、まあ起債を発行して整備せな課題とい

うのは、まあ教育関係にもあるわけですよね。 

 そういった中で、なかなか一般の地方債が発行しづらくなるんじゃないかと、余裕があれば対

策債の原資としてそういう整備をされる、財政的には健全財政を維持しとるというのは、数字的

見れば大体わかりますけども、ここら辺でそれならそれで、やはり住民の希望するようなものに

ついて、やっぱりしっかりと手当をしていくべきじゃないかと、そのように考えています。いか

がですか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  長野議員の御質問にお答えいたします。 

 今、議員御指摘の部分は、臨財債を発行して財政的に余裕があるんであれば、もっと歳出面で

住民の要望に沿った事業を起こすべきではないかという趣旨の御質問ではないかと思いますけれ

ども、それは一定、そういう部分ございますが、議員御承知のように、今、少子高齢化の進展に

伴いまして、扶助費がものすごい率で増加をいたしております。今年度の当初予算見ましても、

義務的経費のうち、人件費あるいは公債費は一定程度に抑えておりますけれども、扶助費の増加

がかなりの率というかペースで増えておりまして、決して大刀洗町が、確かに他の市町村に比べ

ては今の現時点だけで見ると若干余裕があるように見えるかもしれませんけれども、財政的に豊

かということではございませんので、そこは必要な事業については精査させていただきながら、

必要な事業を組んでいきたいと考えております。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  それで、次の質問に移ります。 

 ２番目に豪雨災害時の対応についてお尋ねをいたします。 

 甚大な被害を出しました昨年の九州北部豪雨から１年がたとうとしておりますが、梅雨の時期

を迎え災害に対する住民の意識は非常に高いとは思っております。豪雨災害時の行政の対応につ

いてお尋ねをいたします。 

 まず、住民への情報の伝達と町内の見回り体制はどのようになっておりますか。また、避難準

備情報、これは一応、避難準備・高齢者等避難開始に変更をされております。そして避難勧告、

避難指示、これ避難指示は緊急という文言が入ってきております。これの判断基準は何をもとに
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されるのか。そして、昨年の豪雨で町内で初めて避難指示が出されましたけれども、この避難指

示が出された行政区との住民の皆さんとの聞き取りの結果をどのように今後、聞き取りの結果を

踏まえてどういうものがあったのか、それをどういうふうに今後生かしていく考えか、その分を

答弁願いたいと思います。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  それでは、お答えいたします。 

 まず１点目ですけど、住民への情報の伝達と町内見回り体制についてですが、住民への避難勧

告や避難所開設などの情報伝達については、区長や民生委員への電話連絡や広報車による町内巡

回のほか、携帯電話へのエリアメールや県の「防災メールまもるくん」による情報配信とともに、

町のホームページや消防団による広報活動を行っています。 

 町内の見回り体制については、町内の水害危険箇所２０カ所を水防待機地は建設課２名１組の

２班体制で、災害対策本部設置時には建設課の職員は、道路冠水の現地確認及び通行止めの処理

などを行うため、庁舎内の係長職２名１組の２班体制で１班当たり１０カ所を巡回しています。 

 次に、２点目の避難準備・勧告・指示の判断基準についてでありますが、現在の河川水位、ダ

ムの放流状況、今後の降雨やダムの放流予定などを総合的に勘案した上で、今後の河川の水位を

予測し避難勧告等の判断基準としています。 

 次に、３点目の昨年の豪雨の住民との聞き取りの結果についてですが、昨年８月下旬、九州北

部豪雨で避難指示を発令した行政区と町で意見交換会を実施しています。行政区長からは、前月

の九州北部豪雨時の状況の説明があり、町の見回り体制や避難勧告や避難指示の発令時期、避難

所での対応等についての意見、要望等をいただいたところであり、避難勧告等の発出時の地元意

見の尊重や床島及び西原地区の巡回には建設課職員を配置するなど、町としてできることから見

直しを実施してまいます。 

 また、今月８日、小石原川左岸の７行政区の区長と水害時の対応等について、水防計画書に基

づき説明をし、避難勧告等について意見交換をしたところであり、今後の防災対策について生か

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  見回り体制については従来のとおりのようでございます。降雨の状

態とか天気予報の情報、ダムの放流の状態、河川の増水とか、そういうのを含めた中で避難準備、

勧告等はされると。この辺はまあまあ、こんなものだろうと私もそんなに期待はしてませんけど、

そういう答弁ですから。ただし、昨年の避難指示については、町のほうが避難指示を出す判断が

非常に遅かったんじゃないかと、住民の皆さんから避難指示にしてくださいと、それはどういう
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ことかというと、避難勧告、その前に避難準備情報が出ましたけども、区民の半数ぐらいしか避

難をされてないと。そして全員避難をせんと、もしもの時は人命にかかわるという地元の判断で

避難指示を早く出してくださいということがあったけれども、なかなか行政のほうが情報がうま

く上に伝わらなかったのか、躊躇したのか、現場の状況をよく把握できてなかったのか、避難指

示が非常に遅かったと。遅かった理由というのは、現場と言いますか、そこの地域の状況がよく

把握されてなかったと、そのように考えておりますけども、今後、特に大堰地区の床島、高食、

鳥飼も、床島西原地区ですね、この当たりの見回りを含めた対応については、どのように考えて

ありますか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  河川の巡視につきましては、基本的に２人１組で町内２０カ所を

１０カ所ずつ２班にわかれて回っているところであります。特に、大堰地区については、水害の

危険性が高くありますので、今後巡回については河川の状況を理解している建設課の職員を１名

同乗しまして、回るような形にしております。 

 特に、危険箇所であります西原地区及び床島地区には、注意して巡回に当たるような形で、今

回の水防計画書にも記載をしておりますし、そういう形で対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  昨年度の対策本部から職員が町内を見回る中で、雨が降って、当然

災害時は雨も降るわけですけども、車の中から会釈をしたというか、ちょっと頭を下げて。住民

の皆さんが心配して出てきて、川沿い出てきたあったわけですね、黙って窓も開けずに通り抜け

て行かれたと。それでそれは住民の皆さんとの面識もないし、そういう災害の危険が非常に危惧

される中で、町のほうからちょっと見回りに来ましたちゅうても、住民の中には感情的な方もお

られますし、そりゃあもう「今ごろ何しに来たつか」というような言葉もやっぱ出るようなケー

スが過去にもございました。 

 だから、まあ様子を見に来たということだけで帰られたんだと思いますけども。本来はそこで

長く生活をされている人たちが一番、過去の経験からこういう条件になったのは今回が初めてで

あるとか、ここまで来たなら、こういうふうにしとかないかんとか、いろいろあろうと思うわけ

ですよ。だから、何でそこで区長さんとか役員さんとに情報の提供を求めなかったのかというの

が最大の課題だろうと思っております。 

 だから、そういう常に危険といいますか、一番危惧される地区については、地区の皆さんと顔

見知りになるような形で職員さんをやはり災害時にはそういう方を当てていただきたいというの

が地元の要望でもあったわけです。 
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 私は、聞き取りの、これらのやりとりを、これは個人的に記録されておられたわけですけども、

住民の皆さんにしてみれば、避難指示を出すにしても、まあ避難がしやすい明るい時間帯とか、

そういう時期に何で出してもらえなかったのか、地元は避難指示にしてくださいと言うけれども、

なかなか出なかったと、そういう経緯がございます。やりとりの中で副町長、総務課長、そのと

きは地域振興課長でしたけれども、やりとりの中で町がどういう部分で、今後留意しながら対策

本部の対応をやっていかなければいけないと感じておられますか、考えておられますか。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  昨年の現地を見回りした時の対応とかについては、以前にも去年から長野

議員からも指摘がありましたし、去年の経験を生かして今後はきちっとやっていきたいと、その

ように思っております。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  情報というのが非常にこうやりとりがきちっとなされなかった一つ

の例として、長田川は鳥栖朝倉線の県道を溢水するような心配もある中で、ここは国土交通省と

なってましたけども、河川事務所だろうと思います。そこが何かお手伝いできることはありませ

んかということで、そういう方が来られて、排水をしてくださいということで、水中ポンプを

８台持って来てもらって、２台を床島区内の排水に、２台を長田川から佐田川に６台を、それは

能力が、ここにやりとりで書かれているのは、まあ１分間に１０トンほど配水する、非常に高い

能力のあるポンプだったそうです。それで、一応増水がとまったと、ただ、そういうポンプです

から、今度、床島の区内の排水をするポンプを設置する吸管、水中ポンプを設置するだけの枡と

言いますか、そういうものは今後整備せないかんだろうと、結局、寄って来るけども、水中ポン

プがきれいにつからないと、それだけの規模の排水枡が今のところないというお話でした。 

 だから、そういうふうにポンプのことも町の対策本部は全然把握してなかったということです

けど、それは事実でしょうか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  昨年７月の北部九州豪雨の当時の防災担当者でありまして、その時期

につきましては、町としては避難勧告、避難指示等を発令し、各校区センターなりに避難所開設

したところでございました。 

 国土交通省の河川事務所がリエゾンという形で大型排水機を持ってきて床島区の集落内の区域

内の排水をしたというのは後日聞きましたけども、その時点では把握はおっしゃるとおりしてお

りませんでした。 

 町としましては、特に避難所の運営等に傾注しておりましたので、後日連絡が入ったという状

況です。 
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 以上でございます。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  そういう仮にそういうふうな申し出があった場合、こうこうこうで

ポンプを設置して排水作業をしてもらってますというような一報でも地元から上がれば、町が把

握できるわけですから、その辺のやりとりをきちんとやっていただきたいと。それと、河川事務

所ですね、久留米のあそことのホットラインで何か向こうが手伝うことができたらいつでも言っ

てくださいというようなやりとりもあったようですから、やはり現地の情報を上げて、じゃあポ

ンプを持ってきてくださいとか、排水の、そういうホットラインがあるなら、そういうのを活用

しながら現地がどうなっているかという危惧される部分を早く情報を集めて対策をしていただき

た思っております。 

 それと、これは２４年の水害ですね、この当時、区内の排水のために長田川に排水溝を設けて

ありました。ところが２４年の時にもかなり増水して、そこから逆流して集落内に逆流したわけ

ですけど、その時にフラップゲートですかね、逆流の弁をつけてくれということで、２４年の災

害の後、行政のほうに町のほうにお願いして地元もお願いして、それは直ちにしていただいてお

ったお蔭で、まあその分は集落内は心配するような増水もなかったということで、それは地元の

方もフラップゲートについては感謝をされております。 

 そういう住民の皆さんから感謝をされるような対応をぜひ、今後は気をつけていただいて、そ

れは我々議会もそうですけども、やっていただきたいと考えております。 

 それでは最後になりますけども、防火水槽の保守点検と維持管理についてお尋ねをします。 

 消防団の皆様の活動による防火意識も向上しておりますし、台所等の調理器具もガスから電気

へと普及が進んだこともありましょうし、焼却炉の使用の廃止ですね、野焼き等の禁止等もあっ

て火災件数は非常に少なくなってきております。 

 ただ、空き家が非常に増えてきておるということで、不審火等の火災はまあ危惧されるところ

でありますけども、消防車両並びに機械器具の点検、これは消防団員の日ごろの訓練とともに実

施をされておりますけれど、防火水槽の保守点検、維持管理はどこが実施してあるのか。また、

防火水槽が町内に設置されておりますけれども、この辺、消防水利とか防火水槽の標識ですね、

それと防火水槽ですからそこに車を止めて停車してもらったら、いざという時使えないわけです

から、防火水槽の駐停車禁止のマークですね、これの現状どうなっているかということは把握を

されておりますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  この件についても担当課長のほうから答弁をさせます。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 
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○総務課長（重松 俊一）  それでは、長野議員の御質問の防火水槽の保守点検、維持管理につい

て答弁いたします。 

 まず、１点目の点検がどこがどのように行なっているかについてですけども、防火水槽の点検

は、消防署及び地元の消防分団が場所、マンホールの蓋の開閉、水位、防火水利の看板の確認等

を行っており、維持管理につきましては、管内の行政区のほうにお願いをしております。 

 ２点目の消防水利の標識と防火水槽の駐停車禁止のマークの現状は把握しているかについてで

すけども、消防水利の標識については地元の消防分団が点検時に確認を行い、老朽化等に伴い見

えなくなっていれば新しく標識を設置するような形にしております。 

 しかしながら、防火水槽の駐停車禁止のマークにつきましては、設置当時は黄色い斜線を表示

しておりましたが、その後の駐停車禁止のマークの点検は行っていないことから、今年度点検を

実施し、来年度以降で随時対応してまいりたいと考えております。 

 以上で答弁を終ります。 

○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  防火水槽等は消防水利の標識については、消防団がそれこそ防火水

槽の保守管理ですね、けども標識等はこの前から鳥飼区も標識の不具合がありましたので区長さ

んが役場のほうに来られて標識を自分で設置したと、そこのところは理解をしています。 

 ただ、その駐停車のマークですね、これは私も大堰と本郷の一部をちょっと見て回りましたけ

れども、ほとんど道路上の防火水槽は結構多いわけです。それとか、神社、公民館の駐車場です

ね、ただもう、かすかに名残が見えるというようなくらいのマークしか今残っておりません。 

 それと、その後に舗装等もきれいに道路が改良されたりして、防火水槽の蓋が下水の蓋と見間

違えるような感じがするわけです。だからやはり、こういう駐停車禁止のマークはやはり早急に

早い時期にきちっと分かるようにしていただきたいと。来年度と言われましたけれども、まあ一

度に単年度でやるというよりも２回ぐらいにわけて、例えば大堰、本郷を見て回って、特にひど

い校区は補正でも本年度半分やって、来年度半分とそういう形でもいいですから、早急に実施し

ていただきたいと思います。いかがですか。 

○議長（山内  剛）  重松総務課長。 

○総務課長（重松 俊一）  まず、町が設置しました防火水槽の件数ですけども、全部で７５基あ

ります。そのうち道路内にあるのが５１基、神社等にあるのが６基、あとその他、公民館の敷地

とかその他町有地にあるのが１８基でございまして、この５１基が道路内にございます。ですか

ら、今年点検をいたしまして、優先順位を決めまして来年度以降対応して行きたいと考えており

ますし、緊急性の場合はまた補正も含めて考えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（山内  剛）  長野議員。 

○議員（７番 長野 正明）  じゃあ、その点もよろしくお願いいたします。 

 これで、私の一般質問を終わりといたします。 

○議長（山内  剛）  これで、長野正明議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（山内  剛）  ただいまより暫時休憩をさせていただきまして、午後は１３時１０分より

開始させていただきます。 

休憩 午後０時00分 

……………………………………………………………………………… 

再開 午後１時10分 

○議長（山内  剛）  休憩前に引き続き再開させていただきます。 

 次に、１番、安丸眞一郎議員、発言席からお願いします。 

 なお、安丸議員より、資料の配付の要請があっておりますので認めます。しばらくお待ちくだ

さい。安丸議員、お願いします。 

 １番 安丸眞一郎議員 質問事項   

１．ごみ減量に向けた諸取り組みについて問う   

２．地域コミュニティに関連して問う   

○議員（１番 安丸眞一郎）  議席番号１番、安丸眞一郎です。議長の許可を得ましたので、通告

のとおり、安全安心のまちづくりの観点から大きく２点について質問を行いたいと思います。 

 質問に入る前に、昨日発生いたしました大阪北部地震によってお亡くなりになられた４名の

方々の御冥福と、被災された方々に対して心からお見舞いを申し上げたいというふうに思ってい

るところです。 

 ブロック塀の下敷きになって児童が亡くられたりしております。町内においても、通学路ある

いは学校施設等での安全点検も必要になってくるかと思います。所管の委員会としても、しっか

りと子供たちの安全を見守るためにも取り組みを進めていきたいというふうに思っているところ

です。 

 さて、それでは質問に入っていきたいと思います。 

 まず、１点目の質問ですが、ごみ減量に向けた諸取り組みについて問うものです。 

 現在、甘木・朝倉・三井環境施設組合で運営しています廃棄物処理センターのサンポートは、

地元との協定で平成３９年度までで閉鎖となるというふうに聞いております。 

 また、燃えるごみがこのまま増加すると、平成３１年度には処理能力を超過する恐れがあると

も言われており、いかに燃えるごみを減らすかが重要課題になってくると考えられます。 
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 そこで、次の点について問うものであります。 

 小項目１点目は、再資源化いわゆるリサイクルの取り組みがごみ減量につながってまいります。

再資源化に対する町の取り組みはどうか、また、成果は上がってきているのか問うものでありま

す。 

 次に、混入ごみの扱いについてですが、このことは住民意識の問題もあると思いますが、これ

まで委託業者が回収していたものが、今年度から回収の、いわゆる分別に対してより厳しくなっ

たこともあるんでしょう、今年度から回収しなくなって、行政区の集積所に置いたままとなって、

聞いてみますと３０袋とか４０袋とか、業者が回収せずにそのまま集積所に残って、後で行政区

の役員さんとかが再分別したりして労力も、また、袋の費用もかさばっているというのを聞いて

おります。 

 持ち込む際に、区の役員さんたちはそこで、分別されてない分が持ち込まれた場合には、不備

があれば持ち帰ってもらったり、再分別についての指導をされたというふうに聞いておりますけ

れども、既に持ち込まれた分とか、そういうのもあって、結果的に回収されずに残ったままとい

うふうな状態が、ここ一、二カ月続いているということを聞いております。 

 今後出てくる混入ごみの扱いについて、３点目と関連しますけれども、ごみ減量に向けた住民

への周知などの取り組みも含めて、町としてどう取り組んでいるのか、また、今後どう取り組ん

でいくのか問うものであります。 

 以上で大項目１点目の１次質問を終わっていきたいと思います。町長の答弁を求めます。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  このことについては、担当課より説明をさせます。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  それでは、安丸議員の質問のごみ減量に向けた諸取り組みについて答

弁いたします。 

 まず、１点目のごみ減量に向けた町の取り組みについてですが、資源ごみの有効活用を図るた

め、雑紙分別袋の配布や資源袋の価格を５０円から２５円、半額に値下げする等の施策を実施し

てきたところです。 

 本町の可燃ごみの量は、以前は増加傾向にありましたが、ここ数年はほぼ横ばいで推移してお

り、一定の効果があったものと考えております。 

 今後は事業所ごみの紙類の分別の強化、紙おむつ類の資源化、また、本年度より大木町がプラ

スチック製品のリサイクルを始めたという情報が入りましたので、プラスチック製品の資源化等

を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の混入ごみの扱いですが、昨年４月から、ペットボトルのリサイクルの原料とし
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ての品質を向上させるため、サンポート搬入時にラベルを必ず剥いでおくようサンポートの構成

市町村の取り決めにより、１年間の移行期間を設けた上でごみ出しルールが変更になっておりま

す。 

 このため、昨年６月以降、ペットボトルのキャップや剥がしたラベルについては、容器包装プ

ラスチックとして出していただくよう広報、ごみ出しカレンダー、回覧チラシ等でたびたび周知

してきたところです。 

 本年４月からは移行期間も終了したことから、分別が不十分でない場合は、収集業者が警告の

紙を張りつけ、収集しない取り扱いとなっております。 

 次に、３点目のごみ減量に向けた住民への周知などの取り組みについてですが、ごみの減量に

は、発生抑制、再使用、再生利用のいわゆる３Ｒを実行していくことが不可欠です。 

 そのため、町民の皆様にも様々な面で協力していただく必要があり、例えば余分なものは買わ

ない、過剰包装を断る、食べ残しを減らす、物を長く大事に使うなど、各家庭等で話し合って実

践していただくことが重要になってまいります。 

 このため、大刀洗町では先ほどもお答えしましたとおり、これまでも広報、ごみ出しカレン

ダー、回覧チラシ等、機会を捉えて、ごみ減量に向けて周知してきたところです。 

 今後とも、わかりやすいごみ出しカレンダーや回覧文書の作成に努めるとともに、区長や住民

の皆様からの意見・要望等も踏まえて、より効果のある周知方法を検討してまいります。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  今、課長から答弁いただいたわけですけれども、その中でごみ減量

化に向けて資源化の袋の値下げとか、取り組まれておるのはわかっておりますが、燃えるごみの

数値がここ数年横ばいということの答弁がありましたが、具体的には、例えば以前お聞きしたと

きには、２８年度現在の数値でリサイクル率が２６.７％、また、燃えるごみの処理量は、サン

ポートの基準値は１人当たり５０８.７グラムと聞いております。 

 しかしながら、町としては、今現在、５８０グラムの搬出量があるというふうに聞いておりま

すが、そこのところの具体的な数字的にはどんなでしょうか、改善されてきているんでしょうか。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  質問にお答えします。 

 町のリサイクル率に関しましては、平成２８年度分までしかちょっと算出できておりませんが、

ここ近年はもう２７％程度で推移しておりまして、廃棄物基本処理計画の目標数値の３１.９％

よりは下回っておりますが、ほぼ２７％程度で横ばいしております。 

 最終的には、廃棄物処理基本計画の平成４１年度の目標数値であります３３.６％を達成でき
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るように、さらに新たなリサイクル方法を検討し、さらなるごみ減量対策に努めてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  リサイクル率はわかりましたけれども、燃えるごみの搬出量の関係

は具体的にはどのようになっていますか。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  燃えるごみ全体の量で言いますと、少々お待ちください。平成２８年

度が３,０５０トンでしたところが、２９年度も３,０５０トンとなっております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  ということは、２８年、２９年、要は燃えるごみの全体の量的には

減ってないという理解でよろしいですか、今の答弁からすると。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  ごみの量自体は減っておりませんが、世帯数は増えておりますので実

質ごみの量は減っておると、こちらのほうは考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  そういう説明であれば理解できます。 

 そういうことで、今、リサイクル率を上げることによって、燃えるごみ全体を減らすという取

り組みにつながってくるというふうに思います。 

 平成４１年度までには３３.６ということで言われましたけれども、今現在は２７％のリサイ

クル率ということで、ここのところをより目標値に近づけるためには、前回も申し上げましたけ

れども、やはり計画的な、単年度的にどこまで目標値を持って具体的な取り組みをしていくとい

うことが計画的に上げていかないと、やはりただ単に平成４１年度は３３.６％のリサイクル率

を目指しますということでは、お題目に終わってしまうんじゃないかなというふうに思います。 

 そこで、燃えるごみをなるべく資源化していくような、何か施策ということを、前回、課長は

述べられておりますけれども、その後、何か具体的な検討とかそういうことは進められておりま

すでしょうか。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  お答えいたします。 

 現在、まず紙おむつのリサイクルを検討しておるところですが、とりあえず知り得る範囲では、
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大牟田市の紙おむつリサイクル業者へ委託する方法しかございません。現在、この大牟田の施設

では建設資材固定原料としてリサイクルされておるということですが、将来的には紙おむつから

再生紙おむつにリサイクルすることを目標に掲げております。 

 あと、プラスチック製品のリサイクルについて本年度検討に入るようにしており、大木町のほ

うが、本年度よりプラスチック製品のリサイクルの施設を町内につくってあるそうで、民間委託

をしてつくってあるそうなので、そちらに持ち込めるかということも検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  ありがとうございます。 

 リサイクル率の向上に向けては、私どもも、委員会としても先ほど課長が言われました大木町

のほうから事業委託をされている大牟田の企業にも８月１日・２日にかけて視察を行う予定にし

ております。ぜひ、そういうことを研修しながら、我が町のほうに生かせる部分はぜひ積極的に

取り組んで、取り入れてもらいたいというふうに思っておるところです。 

 そういうことで、具体的数値を上げながら、年度計画を上げながら、最終目標値の３３.６％、

平成４１年度の計画に向けて一歩一歩進めていただきたいというふうに思っておりますし、ここ

ら辺は住民の協力なくしてはなし得ませんので、そこのところは住民意識の向上も、担当課とし

てしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

 ２点目の混入ごみの扱いについてです。 

 これは先ほど答弁の中でペットボトルのラベルの問題とか、１年間の移行期間を踏まえて、昨

年の６月から広報等で住民に周知をしながら、新年度からきちっと分別されてない分については

もうそのまま警告の紙を張って集積所に置いておくというふうに変わってきておりますけれども、

先日も課長にも申し上げましたけれども、４月から変わるということで、移行期間は一定程度あ

ったかもしれませんけれども、各行政区の区の役員さんも新年度になって役員もかわられている

わけですね、ですから、そこのあたりのそれぞれの行政区で引き継ぎがうまくいっていれば問題

なかったかもわかりませんが、やはり新しく役員になられて担当された方もたくさんいらっしゃ

ると思いますし、そういう方々が、何でいきなり、今まで持っていったのに回収しないのかとい

うことで、いろんなところ、区長さんから聞いたところによりますと、やはり先ほど申し上げま

した３０袋とか４０袋ぐらいの未回収のまま、置いたままになっておるということで、結果的に

はその担当されている各行政区の役員さんが、また袋をあけてそれぞれ正規の分別にしたりとか、

持ってこられるときに住民の方と会えば、これはこういう分別じゃだめですからやり直してくだ

さいという指導もできると思うんですけれども、そういうことで大変なこともあったというのを
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聞いております。 

 先日、ちょっと課長に聞いたところによると、そういうごみは未回収のままになった場合は、

何か役場に言っていただければ役場が回収するようなことも聞いたんですけど、そういうのはや

ってあるわけですか。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  質問にお答えします。 

 ４月はまだ浸透しておりませんので、各行政区につき、たまった場合、１回連絡受けたらちょ

っともうそのまま回収いたしますという報告は区長様にしております。 

 ただ、議員さん御指摘のとおり、サンポート構成市町村が、資源ごみについては全て構成市町

村ではコンテナ回収を実施しておりまして、構成市町村の中では大刀洗町のみが袋収集となって

おります。 

 サンポートの施設のコンテナ回収を基準にして運営されておりますので、搬入基準が厳しくな

ると、今までの袋回収のやり方では限界が出てくると考えております。 

 しかし、コンテナ回収に変更するとなった場合、今まで以上に地元の役員さんの方々に御負担

をかけるようになりますので、収集方法等の変更については、今後の分別状況を鑑みながら慎重

にまた検討をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  今の答弁の中でありましたサンポート構成自治体としては、大刀洗

町だけが袋回収ということで認識しておりますけれども、いずれは大刀洗町もコンテナ回収を目

指しているという理解でよろしいんですか。 

 それとも、現在のサンポート、あと１０年が当面の期間ですけれども、それまでは現在どおり

の袋回収でいくというふうな理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  このまま混入ごみがまざっている状況が続きますと、コンテナ回収も

検討していく必要があると考えておりますが、現在の状況が改善されれば、地元の役員さんに御

負担にならないように袋回収は続けていきたいとは考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  できるだけ決められた分別の仕方、それは住民の責任でもあります

から、やっぱりしっかりとした住民への周知もしていく必要があろうかと思います。 

 遅くなりましたけど、この「広報たちあらい」６月号に、課長がしっかりとバツ印でアピール
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されておりますけど、これはむしろ遅いと思うんですよね。やはり本格実施になる前にこういう

広報は出していかないと、問題が起きたから混入ごみをぜひなくすために御協力をお願いします

というアピールは、ちょっと時期が遅いんじゃないかというふうに思いますし、以前も申し上げ

ましたけれども、やはりいろんな制度が変わるときに、言うように４月１日から行政区の区長さ

んとか役員体制は、町内の場合は変わりますから、例えば、こういった制度が変わるときは任期

途中の６月であるとか、８月であるとかに制度を切りかえるなり、回収方法の変更をするなり、

必ずしも４月１日からじゃなくても、今後そういうことが出てくればですよ、大きくは袋回収か

らコンテナ回収に将来的になるとすれば、かなりの期間を設けて順次変えていかないかんと思う

んです。そうしないと、住民のほうがごみを出すときに戸惑いも出てきますから、十分そこらあ

たりは住民周知をお願いしておきたいというふうに思います。 

 やはり今現在も、袋回収ゆえにペットボトルもラベルを外して、プラスチックとリサイクルと

分けないかんようになっておりますけれども、やっぱり住民の中には、「せからしいけん、もう

一緒に燃えるごみと入れていこうや」という人もおるかもわかりません。せっかくの資源が燃え

るごみになっては、燃えるごみの量も増えてサンポートの処理も行き詰まってしまいますから、

できるだけリサイクル率を上げて、そして燃えるごみを減らすというか、燃やすごみを減らすと

いう取り組みを、やはり全町挙げて取り組んでいかないかんというふうに思っております。 

 その中で、先ほど私申し上げました、３１年度には処理能力を超える恐れがあるということを

申し上げましたが、そこのところは現状どんなふうにありますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  矢永住民課長。 

○住民課長（矢永 孝治）  質問にお答えします。 

 サンポートのトータルの可燃ごみの量が、ちょっと単位が２万８,２３３トンが平成２８年度

の数字でございました。それが平成２９年度には２万７,８７５トンに１％程度削減しておりま

す。３１年度に関しましては、まだ処理能力的には容量は大丈夫ではないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  そしたら、処理能力は、３１年度は今のところこのまま行けば大丈

夫という理解でよろしいですね。さらに、そういう処理能力をオーバーしないように、何度も言

いますが、住民挙げてしっかりとして、ごみ減量に取り組んでいきたいというふうに思っている

ところです。 

 あわせて、いろんな意味で住民周知を、やはり広報とかホームページでも有効的に働きますけ

れども、やはり区長さんに直接、区長会等ある中でも、担当課のほうからの連絡をしっかりとお

願いしておきたいというふうに思います。 
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 ということで、１点目は終わっていきたいと思います。 

 次に、２点目の地域コミュニティに関連して問うものであります。 

 それで、先ほど資料としてお配りしておりますお手元の資料をちょっとご覧いただきますと、

上段のほうの数値は、これは２０１４年度の集計として、住民協議会の中で配布されたデータの

分です。それから、下段のほうは、先日、担当課長のほうからいただいた２０１８年４月現在の

それぞれ校区ごと、行政区ごとの準加入、未加入の世帯状況であります。 

 準加入というのは、中ほどに書いてありますようにアパート等の居住者で、家賃の中から区費

を支払っている世帯ということであります。未加入というのは当然区費を払っていない世帯とい

うことで、持ち家であったり、賃貸住宅であったりするわけです。そういうことで、後ほど、こ

れは具体的には触れていきたいと思います。 

 それで、２点目の質問でありますけれども、隣組や区に入らないという住民が増えているとい

う、具体的数値はここに、資料の中にありますけれども、校区ごと、行政区ごとの入区率はどう

かということで１点目を問うております。 

 それから、２点目は、この入区率が低下することによって、今後まちづくりにもたらす影響を

町としてどう捉えているのか。 

 それから、一覧表では（４）になっておりますけれども、３点目は、まちづくりや地域コミュ

ニティの維持・向上のために、区長さんの果たす役割は大変重要であると思います。先ほどのご

み回収の問題でもしかりでありますけれども、区長報酬のあり方の見直しを含めて必要というふ

うに考えておるところです。 

 現在の区長報酬のあり方は、確か町長が就任されて以降、行財政改革の見直しの一環として総

枠１,９６０万、恐らく１戸当たり３,０００円という積算のもとに現在の枠組みが決められて、

その中で均等割と世帯割という割り振りになって、それぞれの２５の行政区長さんのほうに手当

として支払われているというふうに理解しております。 

 しかしながら、計画当初の、これが設けられた平成２０年度当初から今日までの世帯数の増加

を見るときとか、あるいはそれぞれの行政区長さんにお願いする部分の役割とか、仕事量を鑑み

ますと、かなりの区長さんにお願いする部分が増えてきているんではないかなというふうに感じ

たところです。 

 自治会というのは任意団体ではありますけれども、やはり町の予算の中から区長報酬という形

で出しておる以上は、やはりそこら辺も考慮しながら、改善すべきところは改善していかなけれ

ばならないというふうに思っておるところです。 

 そういうことで、地域コミュニティに関連して３つの項目について町長の考えを問うものであ

ります。 
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 以上で１次質問を終わりたいと思います。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  こちらのほうも担当課長のほうから答弁をさせます。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  それでは、安丸議員質問の地域コミュニティ関連について答弁を

いたします。 

 まず１点目の隣組や区に入らないという住民が増えていると聞くが、校区ごと、行政区ごとの

入区率はどうですかについてですけれども、本年４月末現在における町内の自治会加入率は、ご

覧のとおり９０.６６％になっております。これは県内でも高い加入率となっております。 

 また、未加入世帯が９.３４％、これのうち区長が９０組という、準加入世帯ですね、準加入

世帯になって、区長様が直接お世話いただいている世帯が６.７％となっております。 

 校区ごとでは、そちらにもありますが、大堰校区が９４.９％、これは８％になっているんで

すけど、本郷校区が９３.９％、大刀洗校区が９１.５％、菊池校区が８６.２％となっておりま

して、行政区ごとでは２５行政区のうち１０行政区が１００％入区してある一方、最も入区率が

低い行政区では７９.２％というふうになっております。 

 いずれにせよ、これは県内でも非常に高い加入率であり、区長様方の御尽力のおかげであると

感謝をしております。 

 次に、２点目の入区率低下により、今後のまちづくりにもたらす影響をどう捉えているかとい

うことについてですが、大刀洗町では自治体加入率が高いとはいえ、少子高齢化や核家族化の進

展に伴い、各区のお祭りでありますとか環境整備、今、ごみの問題も出ておりましたけど、そう

いった地域活動への参加者が減少しているというのが現状であると思います。 

 今後のまちづくりは行政だけでは限界があるため、入区率が低下し、コミュニティの希薄化が

さらに進んだ場合、地域活動の担い手が不足し、まちづくりの様々な面で支障を来すことが考え

られるところです。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  ３点目のまちづくりや地域コミュニティの維持・向上のため区長の果たす

役割は重要であり、区長報酬のあり方の見直しも必要であると考えるが、どう考えているかとい

うことですね。 

 これは御指摘のとおり、まちづくりや地域コミュニティの維持・向上のために、区長の果たす

役割は大変重要であると認識をしております。 

 しかしながら、本町の区長報酬は近隣市町と比べても高額であることや、他の非常勤特別職の
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報酬との均衡もあり、区長報酬の総額を増額する方向での見直しは難しいものと考えています。 

 なお、現在の区長報酬は予算の４５％は均等割、残り５５％は戸数割であり、戸数の多少によ

り報酬額に差が出ていますが、現行の配分については、平成２６年度に区長会から提案が出され、

２７年３月議会で審議いただき、平成２７年度から実施しているものです。 

 このため、現在のところ区長報酬のあり方を見直す考えはありませんが、今後、均等割と戸数

割の配分を見直す際には区長会と十分に協議をしていきたいと、そんなふうに思っておるところ

です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  まず、答弁いただいた部分でやはり入区率の関係もあるんですけれ

ども、県内でも高いほうという、数値的には高いほうだろうと思います。 

 高いから何もしなくていいということじゃないんですよね、やはり高いところは高いなりにで

きるだけそれを維持していく必要があると思うし、また、加入率を上げていかないかんという取

り組みは重大になってくると思います。 

 現に４年前のこの資料でも見てわかりますように、やはり大堰校区は、例えば４年前、冨多区

だけが加入率８０.５で、ほかは１００％だったんですけれども、それから４年たてばそのほか

も若干出てきたり、あるいは大刀洗校区でも、特に下高橋の未加入が６７、これは課長から聞い

てみますとアパートのかなり増えたということで、なかなか準加入までもっていけなかったとい

う事情はわかっておりますけれども、やはりこういう世帯がだんだん増えてくると、やはり先ほ

ど答弁があったように、いろんな地域コミュニティの希薄化も出てくると思うし、いろんな水防

関係とか、防災にも少なからずとも影響してくるだろうというふうに思っております。 

 ですから、町としてはやはり加入率、入区率を上げることがやっぱり重要課題になってくると

思います。 

 それで、しっかりとそこのところは区長さんにお願いせないかんわけですけれども、３点目の

答弁の中に、町長が、これもまた近隣と比べれば高いほうだからということですけれども、金額

的に見ればそうかもわかりません。 

 しかし、例えば配布物にしても、その業務内容はどうかという比較も必要になってくるだろう

と思うんです。この業務内容だからこれだけの金額とか、小郡のほうを聞いてみますと、配布物

も月２回というふうにある区長さんから聞きました。それで、言うように均等割と世帯割という

ことで出されているということも聞いておりますけれども、先ほど答弁の中にありました均等割

４５と世帯割５５のところですけれども、世帯割の５５％の部分の世帯の考え方は、加入者に対

しての世帯割なのか、住民基本台帳による世帯割なのか、そこをお願いいたします。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 



- 91 - 

○地域振興課長（村田 まみ）  区長報酬の中の戸数割の基礎数値の部分についてお答えいたしま

す。 

 こちらの戸数割のほうは、毎年、年度初めに隣組長さんと、隣組長の名簿をつくりますけれど

も、そのときに配布部数、実際に配っている部数を区長さんのほうに調査をしておりまして、そ

の積み上げとなっております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  ということは、例えば、準加入である家賃の中から区費を払ってあ

る方についても、先ほどは世帯という言い方をしましたけれども、戸数割の数字に加味されてい

るということですか、全体的に。入区されている方と９０組の準加入も含めた戸数割ということ

で理解してよろしいですか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  お答えいたします。 

 そのとおりでございます。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  そうしますと、未加入の９９の住民の方への対応は、具体的にどの

ように、例えば広報であるとか、いろんな情報が欲しいという住民からの要望等に対しての町の

対応はどのようにされてますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  未加入の方に対しての対応でございます。 

 こちらのほうにつきましては、インターネット等で確認できるものにつきましてはインターネ

ットで確認をしていただく、そして、各コミュニティセンターで確認ができるものに対しては各

コミュニティセンターで確認をしていただくということにしております。 

 まず、転入の時点で、なるべく行政区のほうに御加入くださいという推進をしております。そ

れでも御本人様の選択でお入りになられないときは、そういった配布物のほうが配られてこない

こともありますということも申し上げておりまして、今後とも広報誌等につきましてもインター

ネットで御確認なさるか、もしくは、校区センターまたは役場の窓口のほうに取りにお見えくだ

さいということで御案内を申し上げております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  わかりました。 

 そういうことで、あくまでも任意団体とは言いながらも、できるだけいろんな諸事情で入区し
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ていただくように、町としても、これは強制はできませんけれども、進めていただくようにお願

いをしていきたいというふうに思っております。 

 やはり引っかかるのは３点目の報酬の関係であります。 

 やはりこれが今この枠組み決められて、一つの１,９６０万のパイというのの４５％か５５％

の均等割と戸数割という配分になっておると思いますけれども、やはり町長に就任されてから

１０年、１１年目ですかね、今現在。そういうことで、やはり行財政改革の一環とは言いながら

も、そういう先ほど申し上げましたように区長さんにお願いする部分はかなりウエイトが重くな

ってきているというふうに感じるわけです。いろんな意味でですね。 

 そういうことで、やはり具体的に申しますと、例えば国勢調査ごとに何らかの形で検討すると

か、そこで住基票に基づく戸数を考えて若干の見直しをしていくとか、そういったところも必要

になってくるんではないかというふうに思うわけです。そこのところの考えは全然ありませんで

すか。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  まだ全然ありません。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  非常に残念ですけれども、やはりくどいようですけれども、区長さ

んの役割はかなり重要になってきておりますし、何らかの形でですね。そうしないと、極端に言

いますと、この制度が設けられた平成２０年度の戸数を考えてみますと５,２００ぐらいだった

と思います。今現在は約５,４００です。やっぱりこれがいろんな取り組みの中で戸数が増えて

きたときに、枠組みは全然変わらないということになると、やはり先ほど、しょっぱな申し上げ

ましたけれども、１戸当たり３,０００円の単価が二千数百円になってきているわけです。でし

ょう。 

 そういうことで、いずれは考える時期が来るんじゃないかなということで、ぜひそこら辺も踏

まえて、全然考えてないんじゃなくて、ぜひそこあたりも考慮をしていただきたいということを

あえて申し上げたいと思います。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  わかりました。 

○議長（山内  剛）  安丸議員。 

○議員（１番 安丸眞一郎）  それでは、これで私の質問を終わります。 

○議長（山内  剛）  これで安丸眞一郎議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（山内  剛）  次に、１０番、平山賢治議員、発言席からお願いします。 
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１０番 平山 賢治議員 質問事項   

１．定住促進の諸政策について   

２．今後の財政運営について   

３．スポーツの振興について   

○議員（１０番 平山 賢治）  ちょっと離席して済みませんでした。 

 １０番、平山です。通告に従って質問させていただきます。済みません、ちょっと息切れが、

申し訳ありません。ちょっと今日体調が万全じゃなくて申し訳ありません。 

○議長（山内  剛）  ゆっくり、ゆっくりでよかです。 

○議員（１０番 平山 賢治）  済みません、ちょっと調子が悪いもんで、着席してしゃべらせて

いただいて、いけませんか。 

○議長（山内  剛）  何かちょっと聞こえない。 

○議員（１０番 平山 賢治）  済みません、ちょっと体調が、今、万全じゃなくて、よかったら

ちょっと着席して発言させていただけるとありがたいんですけど。 

○議長（山内  剛）  ちょっと２、３分休憩して。時計は回りますから。 

○議員（１０番 平山 賢治）  済みません、ちょっと復調しましたら、また起立させていただき

ます。済みません。いいですか、申し訳ありません。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  一般質問を始めさせていただきます。 

 今、国政におきましては、国民生活が何かよくなるどころか、ますます国民から乖離し、混迷

続く情勢ではないでしょうか。 

 引き続き隠蔽や改ざんの疑惑が連日発覚し、この解明もされないまま強権的な国会運営が続い

ております。国家統治の根本を揺るがす、もはや民主政治とは言えない事態にまで陥っているの

ではないでしょうか。 

 外交におきましても、対話による解決を否定し続け、強行外交に固執し、世界から大きく孤立

してきた状況ではなかったでしょうか。拉致問題も正面から解決を提起することはできず、他国

頼みの自主外交とはほど遠いものであります。 

 一方、国内では米軍機が我が物顔に飛び回り、墜落しても、不時着しても報告もなく、２日後

には運航再開を決めています。 

 大多数の国民には、消費税増税や年金削減など負担を押しつけながら、自分の友達や巨大企業

にはさらなる利益を供与する。さらには、残業を野放しにする労働法制の改悪や賭博でもうける

カジノ法案の強行など、社会のルールを壊し、人々をさらに追い込む法案が次々に強行採決され

ています。 
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 一体この政治は誰のための政治で行っているのか、誰が苦しんで誰がもうかっているのか、答

えは明らかではないかと思います。 

 私どもはこうした暴走きわまる政治と対決し、国民のための生活を、政治を取り戻すために、

他の皆さんや野党の皆さんとも共同して頑張ってまいります。 

 さて、こうした政治のもとで、地方経済も地方財政も厳しい情勢が続いています。 

 本日は、大きく３点について質問させていただきます。 

 第１に、定住促進の諸政策についてであります。 

 多くの住民の皆さんとお話をするとき、あるいは先月も議会主催の報告会を４回開催いたしま

したが、最も話題になるのが定住促進に関する政策であります。 

 とりわけ、いわゆる定住促進住宅につきましては、その必要性や財政見通し、周辺環境との関

係など、多くの懸念が表明されています。 

 町は現在供用中の２件に加えて、今年度は大堰校区にも建設したいとして、土地取得費など予

算が計上されております。今後、土地取得や建設の契約にあっては議決が必要ではありますが、

予算においては３カ所目の建設に向けての予算が措置されているということでございます。 

 行政が事業の提案を行った場合、事業の妥当性の検討に当たって、議会基本条例では以下のよ

うに明記をしております。 

 「政策等の根拠、提案に至るまでの経緯、他自治体の政策等との比較検討、住民参加の実施の

有無やその内容、総合計画基本構想との整合性あるいは関係法令、条例、政策等の実施に係る財

源措置、これらについて調査を行うことができる」というふうに述べております。 

 しかし、定住促進住宅においては、菊池における１棟目以来、係る項目について合理的な説明

がなされてきたでありましょうか。とりわけ、財政見通しについては、当局の説明が一貫してい

るとは言えず、また、算出根拠も高い入居率等を根拠としているもので、現実に即した数字であ

るのかは甚だ疑問と言わなければなりません。 

 また、町内の民間賃貸住宅との関係も問われなければならず、行政が実施する事業によって民

業が圧迫されるような事態は避けなければならないと私は考えます。 

 また、仮に建設する場合においても、近隣住民や近隣事業者への説明は必要不可欠と考えるも

のであります。 

 さらに、多くの住民の皆さんからの御意見として、箱物建設よりも家賃補助や空き家改修補助、

鉄道運賃補助など、人に対する投資のほうが必要ではないかとの声が多く寄せられています。 

 こうした御指摘を踏まえ、以下の点について質問するものであります。 

 第１点、大きな１点目、定住促進住宅の建設、運営に関し、①今後の財政見通し、採算性はど

のようにお考えでありましょうか。 
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 ②町内の民間賃貸住宅との関係について、町はどのようにお考えでありましょうか。 

 ③仮に建設を行う場合、地域住民等への説明はいかがでありましょうか。 

 ④現に入居している方々の定住促進のためのさらなる方策はお考えでしょうか。 

 次に、大きな２点目、定住を促進するためには空き家改修や家賃への助成、鉄道運賃の補助な

ど、さまざまな方策が考えられると思いますが、町の見解はいかがでしょうか。 

 以上、１問目について答弁求めます。よろしくお願いします。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  それでは答弁いたします。 

 まず、１点目の定住促進住宅の建設、運営に関して、今後の財政見通しについてでありますが、

議員も御承知のとおり、本事業は設計、建設、維持管理までを一括して行うＰＦＩ方式で実施し

ており、施設整備への国の交付金及び入居者からの家賃収入によって３０年間家賃水準が維持さ

れ、平均入居率が９割を超えた場合、町の新たな財政負担はないと試算されています。 

 また、３０年間の平均入居率が９割を下回った場合でも、３１年目以降の家賃収入が見込める

ところであります。 

 なお、１棟目のスカイラーク菊池は満室の状態であり、家賃収入と建設費割賦分及び維持管理

費の収支差し引きのプラスは、平成２８年度、５６０万円、２年目の昨年度は５３５万円となり、

当初の見込みの毎年２５０万円を大きく上回っています。 

 また、２棟目のスカイラーク上高橋地区でも早期満室を実現しているところです。 

 次に、２点目の町内の民間賃貸住宅との関係についてですが、町内で供給されている民間の賃

貸住宅の多くは２ＬＤＫであり、３ＬＤＫ以上の物件が極端に少ない状況です。 

 町としては、子育て世代の需要が高い３ＬＤＫを中心に整備することで、子育て世代の転出抑

制及び転入促進を図っています。スカイラークの入居者からは、「将来は実家に移るが、それま

では町内の３ＬＤＫマンションに住みたかった」とか、「近隣で３ＬＤＫを探していたが、大刀

洗町に建設されてよかった」などの声を聞いているところです。 

 次に、３点目の建設に際し、地域住民等への説明はどうかということですが、スカイラーク菊

池、上高橋ともに、ＰＦＩ事業者選定後に、工事概要や工事工程計画、安全対策等について、設

計・施工・管理を行う特別目的会社であるＳＰＣが地域住民の皆様への説明会を実施し、御理解

と御協力をお願いしているところです。 

 次に、４点目の入居者の定住促進のための具体的な方策についてですが、大刀洗町では子育て

世代の定住を促進するため、これまでも「子育て支援と学校教育の充実」をまちづくりの３本柱

の一つと位置づけ、各種施策に取り組んできたところです。 

 おかげさまで日本全体では年少人口が減少する中、本町においては、近年、年少人口が増加傾
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向に転じており、これまでの施策の成果があらわれたものとうれしく思っています。 

 さらに、多くの皆さんに、「大刀洗町に住みたい、住み続けたい」と思っていただくために、

定住促進と人口維持のため、「大刀洗”よかマチ”創生プロジェクト」を策定し、「不妊治療助

成金」制度や「産後ケア事業」、乳児全戸訪問など、各種施策を総合的に進めているところです。 

 次に、２の定住を促進するために、空き家改修や家賃の助成、鉄道運賃の補助など、さまざま

な方策が考えられると思うが、町の見解はどうかということですけれども、先ほどもお答えしま

したとおり、この定住促進住宅事業は、町の財政負担を極力抑えたＰＦＩ方式で実施しています。 

 今後、人口減少や少子高齢化が進展する中、扶助費の増大に伴い、町の財政状況はますます厳

しくなるものと想定されることから、空き家改修や家賃助成、鉄道運賃の補助などについては、

その費用対効果を十分に検討すべきものであると考えており、今後増加が予測される空き家の利

活用促進や公共交通機関の維持・確保など、新たな課題については、現在策定中の次期総合計画

において総合的に検討してまいりたいと考えています。 

 なお、ここ数年の転出入の状況は、平成２７年度はマイナス２０人でしたが、２８年度、プラ

ス１０５人、昨年度、プラス２２人、本年度も５月末まででプラス６９人と増加傾向にあり、町

が進めてきた定住促進住宅事業を初め、まちづくり施策の成果が一定あらわれたものと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  では、順次、再質問をさせていただきます。 

 とりわけ、財政見通しについては町の答弁が一定しないものと認識をしております。答弁にも

ありましたように、当初、町の財政負担なしでとのうたい文句が前面に押し出されていました。 

 しかし、その後の審議においては、町が事業を行う以上、直接方式でもＰＦＩでも当然町の負

担は発生し得るとの答弁もありました。また、先ほどの答弁では、３１年後以降の収入も考えら

れ得るというような答弁もあっているところであります。 

 この際、ＰＦＩ方式による住宅建設に対し、町はひとまず今後３０年間の債務負担行為があり

ますが、３０年間の負担をどのように認識していらっしゃるのか、試算による９割入居、同家賃

による９割入居というものが３０年間現実に続くものかどうか、３１年後以降はともかくとして、

この試算が妥当なのか、改めて答弁をお願いしたいんですけど。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  これは既にお答えしているのと同じことなんですけれども、設計から工事、

管理まで一括で管理する会社が請け負うわけですから、それに銀行も当然入っております。もし

空き家になった場合でも、町のほうは何も負担しなくてちゃんと埋めてくれるようになってます
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から、それは３０年、絶対間違いなく入るかどうかというのは、そこ辺は、それは１００％とは

言えないでも、町に対する負担が大きく出てくるというようなことは考えていません。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  ３１年度以降にある収入が考えられるとすれば、そうした見通し

も含めて、改めて現実的な試算なり、その建物全体にかかる収入と支出の見通しというものをお

示ししていただくことのほうが本筋だと思いますが、その辺いかがですか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  平山議員の御質問にお答えします。 

 先ほど来、町長の答弁と重複して恐縮でございますけれども、これについては３０年のスキー

ムということでＰＦＩの事業を組み立てております。 

 その際に、今の家賃水準で９割の入居率が確保できれば、新たな町の財政負担が生じないとい

うのが今の試算結果でございます。 

 当然、この中には一定の修繕費などの積み立ても含めた上でそういうふうになっておりまして、

また、当然、鉄筋の建物でございますから、それとは別にこの３０年のスキームが終わった後も

町としては家賃収入が見込めるという、これは別の話としてお示しをしているところでございま

す。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  これの建設計画から現在に至るまで、町長答弁と現在の副町長答

弁というものが、その認識にかなり温度差が私はあるように思うんです。 

 今、町長は、基本的には財政負担は生じないと考えておると言うのに関して、副町長は、当然、

財政負担は生じ得るという、今、前回もそうでしたけれども、そういう答弁があって、そこの整

合性が私は非常に問題、整合性が行われていないんじゃないかというのが今回の質問の趣旨です。 

 特に先ほどの答弁にもありましたように、１年目は黒字、剰余が出たと、２年目も出たという

ことですが、当然、民間賃貸の経営を行うに当たっては、１０年度以降もどうなるのか、あるい

は２０年度以降どうなってくるのかというのが当然問題になってくるわけです。 

 当然、そこでこの３０年のスキーム、財政見通しにそぐわない負担なり、支出というものが当

然考えられ得る、そういうふうに受け取っていいわけですか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  平山議員の御質問にお答えします。 

 ちょっと議員の質問の趣旨が十分に把握できてないかもしれませんけれども、先ほど来、お答

えいたしましておりますとおり、今の家賃水準で９割の入居率が確保できた場合、新たな町の財

政負担は生じないという試算結果が出ているということでございます。 
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 それ以降、いろんな状況の変化等で、一気に、例えば入居率が落ち込むとか、あるいは地震と

か何とかで大規模修繕があって、突然しないといけないようなことになるとか、それはちょっと

その時点になってみないとわからない面はございますけれども、今の試算結果では、３０年間、

今の家賃水準で９割の平均入居率が確保できれば、新たな財政負担は生じないということで、こ

れについては町長の認識と一致しているものと理解しております。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  ですので、その３０年間、同家賃、同水準で９割を割り込んだ、

が３０年間維持できなかった場合に、財政負担が生じてくるのではないかということです。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  平山議員の御質問にお答えします。 

 仮の仮定として、今、議員御指摘のように３０年間の平均入居率が、例えば８割とかいうこと

になれば、当然それは町の財政負担は一定生じてまいります。 

 しかしながら、そこの負担につきましても、３１年以降の家賃収入は見込めますので、３０年

という期間で区切って見れば町の財政負担は生じる可能性はありますけれども、それも３１年以

降で回収できる見込みもあるということでございます。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  すると、先ほどの町長の家賃の負担についての町の財政負担がな

いかのような答弁というのは、私は不正確だと思います。 

 現実として、この建設計画時点より財政負担がないかのような数値で宣伝するのは、私は誤り

ではないか、ここはぜひとも訂正していただきたいと思います。 

 かつ、もう一つ指摘したいことは、私どもが調査した範囲においても、この九州管内のＰＦＩ

の同様の住宅建設においては、ほぼ同じグループが受注していらっしゃる。これでは公正な競争

が成り立たず、また、設計や管理も一括して含まれるため、むしろ適正な価格競争が成り立たな

い方式だと考えます。 

 大刀洗においても、１棟建設するごとに管理会社を設立して委託するということは、私は適切

ではないと思います。この点からも、３棟目の建設計画は一旦中止し、この事業の必要性、妥当

性について再検討を加えるべきと考えます。 

 １点目は以上です。 

 ２点目、町内においても、民間賃貸住宅が多数建設されているところ、行政が低廉な家賃で高

規格の住宅を供用すれば、町内の賃貸住宅居住者が転居することは十分に予測ができるものであ

ります。 

 今回の上高橋の供用開始に当たり、入居世帯の内訳は町内６割と伺っていますが、さらに詳細
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をお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  平山議員の御質問にお答えいたします。 

 現在の入居率ということで、まずスカイラーク菊池のほうですが、スカイラーク菊池は、現在、

町内から転居してきた世帯が８世帯、結婚を理由に町内と町外の方が一緒に入居された世帯が

６世帯、純粋に町外から入居された方が１３世帯となっております。合計２７世帯です。 

 続きまして、スカイラーク上高橋の入居状況につきますと、町内同士で入居した世帯が１３世

帯、町内外、結婚等を機に入居された世帯が３世帯、純粋に町外から入居された世帯が２４世帯

となっております。 

 補足しますと、町内同士でも、結局、小郡等々に３ＬＤＫを探していたような御家族の方が転

出せずに大刀洗町に入居していると、こういうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  今、入居者の内訳についての答弁をいただきました。答弁のとお

り、条件がよく、家賃も同程度となれば町内からも転居があります。 

 一方、当初の説明では、町外からの入居を多数目指したいとの方針の答弁がありましたが、そ

れとの現在のただいまの答弁との整合性といいますか、町外からの呼び込みを目指すということ

が当初の計画だったと私は認識しているんですが、実際には今回は町内からの入居が６割と。も

ちろんその中には賃貸からの移動というのもあると思います。 

 そこについて、町の当初の方針と現状についての分析というのはいかがでありましょうか。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  町外からだけ入れるとか、そういうことは言っておりません。 

 大体４割ぐらい町外の方が入ってきてもらっているから非常にいい結果だと、そんなふうに思

っています。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  当初はそういう説明じゃなかったと思うんですが。この数字ひと

つを見ても、この建設が多くの問題を含んでいるのではないかと私は思います。これについては

後ほど再質問をいたします。 

 行政がこうした高規格住宅を低廉な家賃で提供することが住民利益にかなうのか、そこが問題

と指摘されているところであります。 

 もう一つは、一方で住宅困窮者や生活困窮者に対する町営住宅は、戸数が削減されているとい

うことであります。 
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 上高橋の町営住宅も廃止が予定されており、新しく建設の予定はありません。所得の高い人に

対して住宅を建設するよりも、生活に困っている人に優しい自治体であってほしい、こうした御

意見が議会報告会でもたびたび聞かれたところであります。 

 ３点目であります。 

 仮に建設が決定した場合、もしくは設計が確定した段階で周辺住民への説明、あるいは周辺へ

の賃貸住宅所有者への説明等が不可欠であると思います。 

 私も、今度３棟目が予定されているところの地元ではありますが、どこにどのような建物が建

つのか、隣接する住宅との関係はどうなるのか、不安の声が多く上がっている状況であります。

建物の高さなど周辺にも影響が大であります。例え、仮に３棟目を建設するに当たり、説明時期

や説明方法の詳細についてお聞かせください。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  平山議員の御質問にお答えします。 

 ３棟目の建設についての御質問です。 

 現在、３棟目は地元の区長さんたちからの要望によって大体の土地、どこに建てるかというも

のは見当はついておりますけれども、まだ、現在、用地交渉をしておりますところでして用地が

まだ決まっておりません。 

 それと、決まりましたら、またそういった進行していきましたら、地元住民の方々に十分に説

明をしながら、議会にもお諮りしながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  ここについては、必ず周辺への説明をなさっていただくように強

く求めておくところでございます。 

 ４点目であります。 

 先ほどとも関連しますが、定住促進とは、町として具体的にどのように考えていらっしゃるか、

特に現在の定住促進住宅の入居者の方に対して、その方々について町がどのように今後考えてい

らっしゃるのか、これについて詳細があればお答えください。 

○議長（山内  剛）  村田地域振興課長。 

○地域振興課長（村田 まみ）  平山議員の質問にお答えいたします。 

 スカイラーク入居者の定住促進のための具体的な施策というところの御質問だと思います。 

 町全体の定住促進につきましては、スカイラークの入居者だけにとどまらず、全ての大刀洗町

の方々が定住し、子育てしやすく住み続けたいと思うかどうかというところで施策を考えて事業

化しておるところです。 
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 先ほどから申し上げておりますように、大刀洗町人口ビジョンにもうたっておりますように、

これからも定住促進に努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  他の議員の質問にもありましたが、定住促進とは、例えば戸建て

を建てて住んでいただくことなのか、高規格の賃貸を多数建設してお住みいただくのか、いろん

な方策があると思います。 

 これについて、町のほうでもさらにどういった定住を目指していくか、そのためにどういった

ものが必要なのか、そこの詳細なビジョンをもう少しお示ししていただかないと、やはり議会と

しても、もうこのスカイラーク、再三申し上げておりますが、とりあえずもう一棟目建てて考え

てみるとか、周辺の環境については一切調査していない等の、極めて建設先にありきと言って過

言でないような答弁が多々ありました。 

 また、財政見通しについても、一定しない答弁が続いていると私は認識しているところであり

ます。 

 議会としても、これは厳しく検証しないといけませんが、町としても一体今後どういった定住

促進のビジョンが必要なのか、いま一度検討し、議会へお示しいただきたいと強く求めるもので

あります。 

 １問目の大きな２点目であります。 

 住民の皆さんからの御指摘がこれも多かったところであります。空き家をお持ちの住民の方、

それから、子供を遠くの学校へ通わせている方などから、町はもっと人に投資してほしいとの御

意見であります。 

 とりわけ定住の促進という目的があるのであれば、空き家対策あるいは少子化対策とも連動し、

他自治体でも成果を出しつつある各種助成について、再度、今後検討を始める余地があると思い

ますが、今後についてはどうお考えでありましょうか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  平山議員の御質問にお答えします。 

 これは先ほどもお答えしておりますけれども、町としては町長就任以降、子育て支援と学校教

育、学校環境の充実というのは、３本柱の一つとして、これまでも人に対する投資に全面的に予

算も人もかけてきたところでございます。それも議員御承知のとおりだと思いますし、今後とも

その方針は変わっておりませんので、必要な対策は実施してまいりたいと思います。 

 また、それに当たっては、現在、第５次総合計画を策定中でございますので、その策定過程の

中で、必要な新規事業等についても十分に検討してまいりたいと考えております。 
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 それから、先ほど答弁の機会がございませんでしたので少しお答えさせていただきますと、定

住促進について、一般住宅あるいは高規格の賃貸住宅、いろんな層の住宅整備等あろうかと思い

ます。 

 確かに、今、大刀洗町として、そういう定住促進についてどのような住宅の種別をどのように

整備していくかというふうな網羅的なマスタープランなり、計画がございませんけれども、一般

論で申しますと、高橋議員の御質問の中にもありましたように、住宅に対するニーズというのは

各年齢層や、家族構成によってかなり違ってまいります。 

 ですから、戸建て住宅だけを整備すればいいというもんでもございませんし、賃貸住宅だけを

整備すればいいというものではございません。 

 その中で、必要な部分を民間の状況も踏まえて整備なり、誘導していくものだと考えておりま

す。 

 また、戸建て住宅だけの住宅団地を整備した場合、そこの住宅団地がそのまま高齢化をしてま

いりますので、そこは戸建て住宅と賃貸住宅の適切な割合というか、そういうのも含めて整備を

していく必要があろうかと考えております。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  ありがとうございます。 

 ただ、そういうニーズ、そういう例えば子育て支援、出産された方に対する賃貸のニーズがあ

るとか、この地域ではこれだけの高規格のニーズがあるということが、全くニーズ調査もされな

いまま、これが、この定住促進住宅というのが建設され続けてきた。 

 結果論として、そういったこういう方が入ってきたから効果があるんだというお話が、後から

とってついているわけなんです。それがもともとおかしいじゃないかと。ここにこういうニーズ

があるからここに何棟建てたい、ついては財政負担はこうなる、もしかしたらこうなる、財政負

担が生じるかもしれないけど、こういう目的でやっていきたいという話が全くないままに、先に

これが建設ありきで進められてきた、そこを私は一貫して問題としているのであります。 

 ですから、今後、もしこれを建てたいとするのであれば、どうしてそこに何が必要であるのか、

今後の見通しはどうであるのかを改めて明らかにしてくれと、それを申し上げているところであ

ります。再度、強く求めたいと思います。 

 それから、人の投資についての御意見もよくわかります。教育ですとか福祉、あるいはその負

担について一定の援助、支援をいただいている、また、人の人的配置をいただいているというこ

とは私は大変評価しております。 

 ただ、こういったＰＦＩ型の住宅の建設に対して、こういったものが妥当であるか、それより

も現在ある空き家や施設、あるいは鉄道振興のための活用しての新しい意味での人に対する投資
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が必要ではないかと、こういった御意見が住民の方から多いということをぜひ御理解いただきた

いと思います。 

 大きな２点目であります。 

 基金の活用状況及び今後の活用見込みについてであります。 

 今年度の当初予算によりますと、町の基金いわゆる貯金高は、一般会計部分では合計４０億

８,０００万円あり、この７年間の推移では微増傾向にありました。 

 一方、今年度の当初予算では、そのうち５億１,７００万円を取り崩し、予算に組み込むとし

ています。ふるさと応援寄附金の積み上げなどもありまして、出入りはありますけれども、

３０年度末の基金残高見込みは３億６,０００万円減の３７億１,９７１万円と計画されておりま

す。 

 そこで、今年度の基金の活用状況と、今後、来年度以降の活用見込みについて、まず答弁をお

願いします。 

 また、２点目に、特に生徒や住民の皆さんから要求が多い学校空調の設置について、３月時点

では順次計画との説明をいただきました。今後の具体化について、新しく決定した方針などあり

ましたら改めて答弁をお願いいたします。 

○議長（山内  剛）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  それでは、お答えします。 

 先ほど平山議員が言われましたけれども、ちょっと修正をしていただきたいです。私はＰＦＩ

の住宅を建設する際に、町外からだけ人を入れるとか、そういうことは一切言っておりません。

４割ぐらいの方が入ってもらって非常によかったと思っていますけれども、それで町外ばっかり

でというふうなことは言っていませんので、そこら辺はちゃんと訂正してください。 

 それから、今の質問にお答えします。 

 １点目の今年度の基金の活用状況、今後の活用見込みについてですが、今年度の当初予算では、

ふるさと応援基金からはコンビニ交付システム導入事業、児童用情報機器購入事業等へ約１億

５,７００万円、公共施設整備基金からはドリームセンター舞台工事等へ約５,２００万、教育施

設整備基金からは大刀洗小学校北校舎改修工事等へ約９,２００万円、農業振興積立基金からは

土地利用型緊急対策事業等へ約１,０００万円を計上したほか、財源不足を補うために財政調整

基金から２億円を借り入れ、一般会計全体では基金から合計５億１,８００万円を計上しており

ます。 

 今後の基金の活用については、現在策定中の第５次総合計画の推進など、各事業を積極的に進

めていくため、各基金の設置目的に沿って活用してまいりたいと考えております。 

 以下、残りの部分については教育長から答弁をいたします。 
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 以上です。 

○議長（山内  剛）  倉鍵教育長。 

○教育長（倉鍵 君明）  それでは、学校空調の具体的な整備予定及び財源についてお答えいたし

ます。 

 学校空調につきましては、今年度、中学校南校舎棟改修工事と北校舎の空調設備の実施設計を

行う予定としております。それに伴いまして、来年度の補助事業に向けた申請を行っていくこと

としております。 

 また、今後の整備予定につきましては、５月１４日に開催した大刀洗町総合教育会議において

改修計画についての協議を行い、中学校の工事を実施した翌年度に大堰小学校、本郷小学校の

２校を実施し、その後、大刀洗小学校、菊池小学校と空調設備を行っていくこととしております。 

 財源につきましては、補助事業を活用しながら基金やふるさと応援基金等を活用して、教育環

境の整備を行っていく予定としております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  ありがとうございました。 

 ＰＦＩの定住促進対策の呼び込みについては、町外からばっかりという質問は私はした覚えは

ありませんが、当初は町外からの転入を大変重点を置いた答弁をしていらっしゃったのではない

かということであります。これについては、また確認してお答えをしたいと思います。 

 では、２点目について再質問をさせていただきます。 

 基金の点でありますが、私どもとしましては、基金の有効な活用により、住民の福祉増進のた

めの諸政策をとの立場で訴えてまいりました。 

 今回、とりわけ財政調整基金の２億円繰り入れが予定されています。一つは、この２億円繰り

入れの大きな要因がどこにあるのか、当局の見解をお伺いしたい。 

 それから、ふるさと応援寄附金の今後の活用について、方針があればお聞かせいただきたいと

思いますが。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  平山議員の御質問にお答えします。 

 今回、財政調整基金から２億円を繰り入れるということでございます。この主な要因はという

ことですが、これは町全体の収支のバランスでございまして、一番大きな要因は扶助費の増大だ

と考えております。 

 それから、ふるさと応援寄付金の今後の活用についてでございますが、これにつきましては、

これまでもやってきておりますように子育て支援なり、教育環境の充実なり、そういうところを



- 105 - 

中心に活用させていただきたいと考えております。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  歳出の増ということですが、例えば同規模の歳出が３１年度以降

も続く場合、引き続き、財政調整基金の活用等が考えられるというふうに、これは読んでよろし

いんでしょうか。 

○議長（山内  剛）  中山副町長。 

○副町長（中山 哲志）  平山議員の御質問にお答えいたします。 

 これについては、毎年度、歳出・歳入をそれぞれ組んでまいりますので、必ずそうなるという

ことは言いがたいんですが、ただ、扶助費については、今年より来年度下がるということは、ま

ず考えがたい面がございます。 

 確かに、今年度は建設事業が教育関係等、当初予算のほうにかなり多めに盛り込んでおります

ので、そういう関係もございますけれども、財政的にはやはり厳しい状況が当面続いていくんじ

ゃないかと考えております。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  そうしますと、ふるさと応援基金を一旦積み上げてまた崩したり

という、このタイムラグが生じるわけではありますが、全体として予算編成は厳しいと、そう見

てよろしいでしょうか。単年度で見ると、かなり厳しい予算と見ていいと思います。 

 やはり不要不急の事業は見直しつつ、税収増や定住促進を図る点からも、住民生活の向上のた

めの政策には財政を有効に措置していただきたいと切に願うものであります。 

 その点で学校空調の具体化を評価したいと思います。児童や生徒たちの健康や安全を守る上で

は、特に緊急の課題と考えます。いずれについても、早急な実施を引き続き御検討いただきたい

と思います。 

 今、少し聞き漏らしたかもしれません。具体的に大堰と本郷を３２年度に実施して、大刀洗と

菊池は３３年度に実施したいと、そういう受け取りでよろしいでしょうか。 

○議長（山内  剛）  松元子ども課長。 

○子ども課長（松元 治美）  子ども課の松元です。平山議員の質問にお答えいたします。 

 補助金の関係もございますので、年度についてはずれることもございますが、一応予定といた

しましては３１年度に大刀洗中学校、３２年度に大堰小学校と本郷小学校、３３年度に大刀洗小

学校と菊池小学校という形で計画はしております。 

 ただ、今年度も大刀洗小学校の補助がついておりませんので、予定としては順次行っていく予

定としております。 

 以上で終わります。 
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○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  ありがとうございます。 

 空調の整備につきましては、例えば、町の整備計画書なりの公式文書に記載されているという

ことはございますか。 

○議長（山内  剛）  松元子ども課長。 

○子ども課長（松元 治美）  公式的な文書等、計画されているというわけではございませんが、

先ほど御説明したとおり、５月１４日に開催しました大刀洗町総合教育会議において、町部局の

ほうと教育委員会のほうと話して決めたという形になります。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  教育総合会議で決定ということで、今回のこの答弁で具体的な予

定をお聞きしたと解釈しておきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、学校現場での気温の現状ですとか、こうした点も具体的に今後も把握していただき、早

急な設置をお願いしたいと思います。 

 御承知のように、学校空調の設置については、ＰＴＡ連合会より請願が提出され、議会も全会

一致で採択の上、早期設置を毎年要求しているものであります。３,０００筆を超える署名が寄

せられるなど、保護者や住民の願いは切実なものがあります。この点を再度御理解いただき、早

期設置、それから設置後の適切な運用を図っていただきたい、そのことを強く申し上げたいと思

います。（発言する者あり） 

○議長（山内  剛）  では、答弁を求めますか。 

○議員（１０番 平山 賢治）  どういったことで。 

○議長（山内  剛）  倉鍵教育長。 

○教育長（倉鍵 君明）  誤解があってはいけないので補足の説明を申し上げますと、我々が文科

省に対して整備計画を出すわけですけれど、全国から集ってくるわけです。大体、年間、当初予

算で７、８００ぐらいの予算が集中します。 

 そこで一番先に採択されるのは、小中一貫校でありますとか、あるいは老朽化した老朽対策等

がまずは視野に入っておりますので、空調設備を我々が手を挙げたとしても、来年度予算に必ず

それが採択されるとは全く限らないわけです。 

 今年の大刀洗小学校もご覧のとおりでありまして、我々がことし実施したかったんですけれど

も、結局補助がつかないということで、補正予算等でまた５、６００ぐらいは多分つくと思いま

すけれども、先ほど申し上げた年度というのはあくまでも目安、そのとおりになった場合ですの

で、そのとおりにならなかったからといって、我々が怠慢をしているというわけではございませ

んので、少し補足を説明させていただきたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  わかりました。その事情については、個人的にはよく存じている

つもりであります。４、５年前でしたか、筑後地域全体的に空調の予算要求が上がったときに、

やはり多くの自治体では不採択ということで、計画が遅れたという事例も私よく聞いております

し、政治的な判断ですね、中小一貫校への予算がつきやすいですとか、もちろん安全の面から緊

急な耐震等の補強に予算がつきやすいということはよく存じているつもりであります。 

 また、ですから、３２年度にその予算要求を行いたいという、事業を行いたいという話につい

てはよく理解しましたので、私どもとしてもこういった文科省の補助事業については、このよう

な課題があるけれどもということで、住民の方にも説明を行っていきたいと思っております。 

 大きな３点目であります。 

 スポーツの振興についてであります。 

 町内には屋内・屋外含めて体育施設がございますが、その利用状況や整備状況及び今後の計画

について、まず答弁をお願いいたします。 

 あわせて、住民の健康増進のためにも、トレーニング施設等の整備について求める声が上がっ

ていますが、町の見解を問うものであります。よろしくお願いします。 

○議長（山内  剛）  倉鍵教育長。 

○教育長（倉鍵 君明）  それでは、スポーツ振興についてお答えしたいと思います。 

 まず、１点目ですけれども、町内の体育施設の利用、整備状況及び今後の計画についてお答え

いたします。 

 まず、体育施設の利用状況についてですが、定期利用を希望する団体は、年に一度開催してお

ります「施設利用調整会議」に出席していただき、他団体との調整を行っています。例年、この

会議において土日祝日におけるスポーツの試合や練習などで複数の団体が重複するので、会議で

の調整が非常に重要となっております。 

 一般の利用の場合は、利用調整会議で調整が整った後に、空いている日があれば利用申請書を

提出していただき、利用してもらっているという現状です。 

 いずれの場合においても、土日祝日、もしくは夜の利用が希望が多いため、なかなか希望に沿

うことができないというのが現状であります。 

 次に、整備状況についてですけれども、一般開放している学校の運動場や体育館以外で御説明

をいたします。 

 屋内施設である勤労者体育センター、武道場については、現時点において大規模な改修を終え

ていますが、老朽化や破損等に応じて随時補修を行っているところであります。 
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 屋外施設である運動公園においては、テニスコートを平成２２年度に全面改修し、本年度、

ゲートボール場、多目的広場として整備する予定であり、現在設計を行っているところでありま

す。 

 今後の計画でございますけれども、将来、運動公園の大規模改修が必要になるかとは思います

けれども、運動公園のグラウンドは平成５年の完成時以来、改修を行っておらず、経年劣化によ

り状態が年々悪化しております。 

 現時点においては、具体案は持ち合わせておりませんけれども、効果的かつ経済的に改修を行

えるよう、改修について検討したいというふうに思っております。 

 ２点目のトレーニング施設等の整備についてでございますが、現在、町内の施設にトレーニン

グを目的とした施設、設備はございません。 

 また、既存の施設に設備を設置するスペースもないことから、新設をするにしても多額の費用

がかかることや、その他安全に運営するためにはインストラクター等の人件費が必要になること

から、現時点において整備する予定はございません。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  では、再質問をさせていただきます。 

 特に屋外の運動施設につきましては、上下グラウンドの廃止等に伴い、課題が生じているとい

うことで声をお聞きしております。 

 町内にも複数の野球、サッカー等の団体がありますが、その利用調整について今年度以降の対

策をお聞かせください。 

○議長（山内  剛）  矢野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（矢野 智行）  生涯学習課の矢野でございます。平山議員の御質問にお答えいた

します。 

 先ほど、議員から御指摘がありました上下グラウンドがなくなりまして、そちらのほうの利用

団体のほうが、現在は運動公園のほうを利用するという形になってございます。 

 先ほどの答弁にありましたとおり、利用調整会議を行っておりますけれども、この利用調整会

議の中で、運動公園を利用する団体におきましては、例えばサッカーを利用する場合、全面を使

うのではなくて半面を使うということであれば、その半面を例えば野球、ソフトボール等で利用

ができないか、その点まで調整を行って、今回、利用調整でも問題なく終了しておるところでご

ざいます。 

 次回からもそういった形で、利用団体がお互い協力して利用ができるようにということで考え

てまいりたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  利用調整でできるだけ多くの方がということで、現状においてい

ろいろ御苦労なさっているということはわかりました。 

 ただし、やはり利用調整をしなければいけないほど利用申し込みもあり、それから、運動公園

は町の北部からすると距離的にも遠く、子供だけでは通えない、また、利用できない日もあると

いうことで、今後は既存の施設の拡充や北部地域に近い場所での整備等が求められている状況で

はないかと思います。 

 現在の現状や団体からの要望を考慮するにつきましても、新たな整備も今後必要と思いますが、

その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（山内  剛）  矢野生涯学習課長。 

○生涯学習課長（矢野 智行）  平山議員の御質問にお答えいたします。 

 確かに体育施設等が不足しているという話は聞くことはございますけれども、現在、新しくつ

くるほどまでないと私どもは今考えております。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  こういう声が結構あるんですが、私どもとしましても、最近の対

応を拝見しておりますと、非常に長期的な展望を持って何か整備に当たってほしいという気持ち

があります。やはり短期的な対応のように印象を持たざるを得ません。 

 町内スポーツの振興のためにも、各地域に密着した運動スペースが求められているのではない

でしょうか。 

 特に、野球場をつくってくれという要求ではありませんで、それほど立派なものでなくてもい

いので、広場があって野球やサッカーもでき、遊べもすると、筑前町にもあるような運動公園を、

せめて校区ごとにそういったものがつくれないかという声がありますが、それについて今後の検

討なり、町の見解はいかがでありましょうか。 

○議長（山内  剛）  倉鍵教育長。 

○教育長（倉鍵 君明）  お答えいたします。 

 私が答えていいかどうかもよくわかりませんけれど、運動公園のような広さを持たない運動施

設みたいなところが必要といえば必要だというふうに思います。 

 あれば便利であることは間違いないでしょうけれど、要するに限られた予算の中で何を優先順

位をつけて生涯学習関係の環境を整えていくかということがありまして、我々としてはそれより

も先にしなくちゃならんことがあるというふうに判断しているところでございます。 
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○議長（山内  剛）  平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  この点については、生涯学習という見地からも、あるいは一般行

政の見地からも、各校区に密着したそういうスペースの確保ということを今後御検討いただきた

いと思います。 

 それから、大刀洗運動公園の周辺を見ても、いわゆる空き地の活用も考えられると思います。

もちろん土地の安全の確認が最優先の課題ではありますが、もとゲートボール場の整備とあわせ

て検討の余地があると思います。 

 住民の方に聞いても、例えば上下グラウンドがいつから使えなくなるのかとか、あるいはゲー

トボール場の整備をいつごろやっていただけるのかという点について、行政側の説明と何か現実

が違っているんじゃないかというような、少し戸惑いの声を聞くところであります。そこについ

ては、当事者の皆さん方ともよく情報交換をしていただきたいと思います。 

 また、このように活動に制限や変更が生じるような事業については、当事者への協議や説明を

十分行っていただきたい。大堰校区でも、今後グラウンドがどうなるのかといった不安の声が出

ております。 

 また、２つ目には、大規模でなくてもいいので、校区ごとに運動公園のような広場の整備を検

討すること、それから、運動公園周辺の整備を図ること、また、トレーニング施設などもあわせ、

屋内・屋外の整備充実を今後とも求めていきたいと思います。 

 以上、３点質問いたしました。さらなる住民福祉の向上のための政策を期待して質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○議長（山内  剛）  これで平山賢治議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（山内  剛）  以上で本日の議事は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

散会 午後２時44分 

────────────────────────────── 

 


